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１．官公庁施設の建設等に関する法律（抄）         （昭和26年６月１日 法律第181号） 

（国家機関の建築物等の保全） 

第十一条  各省各庁の長は、その所管に属する建築物及びその附帯施設を、適正に保全しなけ

ればならない。 

（国家機関の建築物の点検） 

第十二条 各省各庁の長は、その所管に属する建築物（建築基準法第十二条第二項本文に規定

するものを除く。次項において同じ。）で政令で定めるものの敷地及び構造について、国

土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は同条第一

項に規定する建築物調査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をさせなければなら

ない。 
 ２ 各省各庁の長は、その所管に属する建築物で前項の政令で定めるものの昇降機以外の建

築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級

建築士又は建築基準法第十二条第三項に規定する建築設備等検査員に、損傷、腐食その他

の劣化の状況の点検をさせなければならない。 

（国家機関の建築物に関する勧告等） 

第十三条  国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造並びに

保全について基準を定め、その実施に関し関係国家機関に対して、勧告することができる。 
２ 国土交通大臣は、関係国家機関に対して、国家機関の建築物の営繕及びその附帯施設の

建設並びにこれらの保全に関して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 
３ 国土交通大臣は、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全の適正を図るため、必要が

あると認めるときは、部下の職員をして、実地について指導させることができる。 
 

２．建築基準法（抄）                             （昭和25年５月24日 法律第201号） 

（維持保全） 

第八条 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建築設備を常時適

法な状態に維持するように努めなければならない。 

２ 次の各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者は、その建築物の敷地、構造及

び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する

準則又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。ただし、国、都道府県

又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りではない。 

 一 特殊建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの 

 二 前号の特殊建築物以外の特殊建築物その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定す

るもの 

３ 国土交通大臣は、前項各号のいずれかに該当する建築物の所有者又は管理者による同項の

準則又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。 
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（著しく保安上危険な建築物等の所有者等に対する勧告及び命令） 

第十条 特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物その他政令で定める建築物の敷地、

構造又は建築設備（いずれも第三条第二項の規定により次章の規定又はこれに基づく命令若

しくは条例の規定の適用を受けないものに限る。）について、損傷、腐食その他の劣化が進

み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあ

ると認める場合においては、当該建築物又はその敷地の所有者、管理者又は占有者に対して、

相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、

使用制限その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。 

 （報告、検査等） 

第十二条 第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるも

のとして政令で定めるもの（国、都道府県及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理

する建築物（以下この項及び第三項において「国等の建築物」という。）を除く。）及び

当該政令で定めるもの以外の特定建築物（同号に掲げる建築物その他政令で定める建築物

をいう。以下この条において同じ。）で特定行政庁が指定するもの（国等の建築物を除く。）

の所有者（所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。）は、

これらの建築物の敷地、構造及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、

定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者

（次項及び次条第三項において「建築物調査員」という。）にその状況の調査（これらの

建築物の敷地及び構造についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含み、これらの

建築物の建築設備及び防火戸その他の政令で定める防火設備（以下「建築設備等」という。）

についての第三項の検査を除く。）をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければな

らない。 

２ 国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物の管理者で

ある国、都道府県若しくは市町村の機関の長又はその委任を受けた者（以下この章におい

て「国の機関の長等」という。）は、当該特定建築物の敷地及び構造について、国土交通

省令で定めるところにより、定期に、一級建築士若しくは二級建築士又は建築物調査員に、

損傷、腐食その他の劣化の状況の点検（当該特定建築物の防火戸その他の前項の政令で定

める防火設備についての第四項の点検を除く。）をさせなければならない。ただし、当該

特定建築物（第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上又は衛生上特に重要で

あるものとして前項の政令で定めるもの及び同項の規定により特定行政庁が指定するもの

を除く。）のうち特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会

の同意を得て指定したものについては、この限りでない。 

３ 特定建築設備等（昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項及

び次項において同じ。）で安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定

めるもの（国等の建築物に設けるものを除く。）及び当該政令で定めるもの以外の特定建

築設備等で特定行政庁が指定するもの（国等の建築物に設けるものを除く。）の所有者は、

これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建

築士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者（次項及び

第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。）に検査（これらの特定建築

設備等についての損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を含む。）をさせて、その結果を

特定行政庁に報告しなければならない。 

４ 国の機関の長等は、国、都道府県又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建

築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築
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士若しくは二級建築士又は建築設備等検査員に、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検を

させなければならない。ただし、当該特定建築設備等（前項の政令で定めるもの及び同項

の規定により特定行政庁が指定するものを除く。）のうち特定行政庁が安全上、防火上及

び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限り

でない。 

 

第十二条の二 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格

者証を交付する。 

一 前条第一項の調査及び同条第二項の点検（第三項第三号において「調査等」という。）

に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者 

二 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した

者 

 

第十二条の三 建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。 

２ 建築設備等検査員が第十二条第三項の検査及び同条第四項の点検（次項第一号において

「検査等」という。）を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員

資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。 

３ 国土交通大臣は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を

交付する。 

一 検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定める

ものの課程を修了した者 

二 前号に掲げる者と同等以上の専門的知識及び能力を有すると国土交通大臣が認定した

者 

 
３．官公庁施設の建設等に関する法律第12条第１項の規定によりその敷地及び構造に係

る劣化の状況の点検を要する建築物を定める政令（抄） 
（平成17年５月27日 政令第193号（最終改正：令和元年６月19日 政令第30号）） 

 官公庁施設の建設等に関する法律第十二条第一項の政令で定める建築物は、事務所その他こ

れに類する用途に供する建築物（建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第八十五条第二

項に規定する建築物及び災害があった場合において建築物の用途を変更して同法第八十七条の

三第二項に規定する公益的建築物として使用するときにおける当該公益的建築物を除く。）の

うち、次の各号のいずれかに該当するものとする。 
一 階数が二以上である建築物 
二 延べ面積が二百平方メートルを超える建築物 
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４．建築基準法施行令（抄）          （昭和25年11月16日 政令第338号） 

 第五節 定期報告を要する建築物等（定期報告を要する建築物等）  

第十六条 法第十二条第一項の安全上、防火上又は衛生上特に重要であるものとして政令で定

める建築物は、次に掲げるもの（避難階以外の階を法別表第一（い）欄（一）項から（四）

項までに掲げる用途に供しないことその他の理由により通常の火災時において避難上著しい

支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。）とする。 

一 地階又は三階以上の階を法別表第一（い）欄（一）項に掲げる用途に供する建築物及び

当該用途に供する部分（客席の部分に限る。）の床面積の合計が百平方メートル以上の建

築物 

二 劇場、映画館又は演芸場の用途に供する建築物で、主階が一階にないもの 

三 法別表第一（い）欄（二）項又は（四）項に掲げる用途に供する建築物 

四 三階以上の階を法別表第一（い）欄（三）項に掲げる用途に供する建築物及び当該用途

に供する部分の床面積の合計が二千平方メートル以上の建築物 

２ 法第十二条第一項の政令で定める建築物は、第十四条の二に規定する建築物とする。 

３ 法第十二条第三項の政令で定める特定建築設備等は、次に掲げるものとする。 

一 第百二十九条の三第一項各号に掲げる昇降機（使用頻度が低く劣化が生じにくいことそ

の他の理由により人が危害を受けるおそれのある事故が発生するおそれの少ないものと

して国土交通大臣が定めるものを除く。） 

二 防火設備のうち、法第六条第一項第一号に掲げる建築物で第一項各号に掲げるものに設

けるもの（常時閉鎖をした状態にあることその他の理由により通常の火災時において避難

上著しい支障が生ずるおそれの少ないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。） 

 

注１：「第十四条の二に規定する建築物」 

第十四条の二 法第十条第一項の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。  

一 法別表第一（い）欄に掲げる用途に供する特殊建築物のうち階数が三以上でその用途に

供する部分の床面積の合計が百平方メートルを超え二百平方メートル以下のもの 

二 事務所その他これに類する用途に供する建築物（法第六条第一項第一号に掲げる建築物

を除く。）のうち階数が三以上で延べ面積が二百平方メートルを超えるもの 

 

注２：「法第六条第一項第一号に掲げる建築物」 

法第六条第一項 

 一  別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積

の合計が二百平方メートルを超えるもの 
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５．官公庁施設の建設等に関する法律施行規則（抄） 
（平成12年11月２日 建設省令第38号） 

（定期点検） 

第一条 官公庁施設の建設等に関する法律（以下「法」という。）第十二条第一項の点検は、

建築物の敷地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認す

るために十分なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果

の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 
２ 建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号）第十八条第二十二項又は二十六項の規定に

よる検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第一項の点検については、前項の規

定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六年以内に行うものとする。 
 

第二条 法第十二条第二項の点検は、建築設備の状況について安全上、防火上又は衛生上支障

がないことを確認するために十分なものとして一年以内ごとに行うものとし、当該点検の

項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによるものとする。 
２ 建築基準法第十八条第二十二項又は二十六項（同法第八十七条の四において準用する場

合を含む。）の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の法第十二条第二項の点検

については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年

以内に行うものとする。 

 

（権限の委任） 

第三条 法に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるもの(国家機関の建築物のうち特

に重要なものとして国土交通大臣が定めるものに係るものを除く。)は、地方整備局長及び

北海道開発局長に委任する。ただし、第二号に掲げる権限については、国土交通大臣が自

ら行うことを妨げない。 

一 法第八条第一項の規定により勧告すること。 

二 法第十三条第一項の規定により勧告し、同条第二項の規定により必要な報告又は資料

の提出を求めること。 

三 法第十三条第三項の規定により指導させること。 
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６．建築基準法施行規則           （昭和 25年 11 月 16 日 建設省令第 40 号） 

（国の機関の長等による建築物の点検）  

第五条の二 法第十二条第二項 の点検（次項において単に「点検」という。）は、建築物の敷

地及び構造の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分

なものとして三年以内ごとに行うものとし、当該点検の項目、方法及び結果の判定基準は国

土交通大臣の定めるところによるものとする。  

２ 法第十八条第二十二項又は二十六項の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の

点検については、前項の規定にかかわらず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して六

年以内に行うものとする。 

 

（国の機関の長等による建築設備等の点検）  

第六条の二 法第十二条第四項 の点検（次項において単に「点検」という。）は、建築設備等

の状況について安全上、防火上又は衛生上支障がないことを確認するために十分なものとし

て一年（ただし、国土交通大臣が定める点検の項目については三年）以内ごとに行うものと

し、当該点検の項目、事項、方法及び結果の判定基準は国土交通大臣の定めるところによる

ものとする。  

２ 法第十八条第二十二項又は二十六項 （法第八十七条の四 において準用する場合を含む。）

の規定による検査済証の交付を受けた日以後最初の点検については、前項の規定にかかわら

ず、当該検査済証の交付を受けた日から起算して二年（ただし、国土交通大臣が定める点検

の項目については六年）以内に行うものとする。 
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 （建築物等の種類等）  

第六条の六 建築物調査員が法第十二条第一項 の調査及び同条第二項 （法第八十八条第一項 

において準用する場合を含む。）の点検（以下「調査等」という。）を行うことができる建

築物及び昇降機等並びに建築設備等検査員が法第十二条第三項 の検査及び同条第四項 （法

第八十八条第一項 において準用する場合を含む。）の点検（以下「検査等」という。）を

行うことができる建築設備等及び昇降機等の種類は、次の表の（い）欄に掲げる建築物調査

員資格者証及び建築設備等検査員資格者証（以下この条において建築物調査員資格者証等」

という。）の種類に応じ、それぞれ同表の（ろ）欄に掲げる建築物、建築設備等及び昇降機

等の種類とし、法第十二条の二第一項第二号 及び法第十二条の三第三項第一号 （これらの

規定を法第八十八条第一項 において準用する場合を含む。）の国土交通省令で定める講習

は、同表の（い）欄に掲げる建築物調査員資格者証等の種類に応じ、それぞれ同表（は）欄

に掲げる講習とする。 

 

 （い） （ろ） （は） 

 建築物調査員資

格者証等の種類 

建築物、建築設備等及び昇降機等の種類 講習 

（一） 特定建築物調査

員資格者証 

特定建築物 （略） 

（二） 建築設備検査員

資格者証 

建築設備（昇降機を除く。以下この表において同じ。）

及び防火設備（建築設備についての法第十二条第三項の

検査及び同条第四項の点検（以下この表において「検査

等」という。）と併せて検査等を一体的に行うことが合

理的であるものとして国土交通大臣が定めたものに限

る。） 

（略） 

（三） 防火設備検査員

資格者証 

防火設備（（二）項の（ろ）欄に規定する国土交通大臣

が定めたものを除く。） 

（略） 

（四） 昇降機等検査員

資格者証 

昇降機（観光用エレベーター等を含む。）及び遊戯施設 （略） 
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７．国家機関の建築物の敷地及び構造の定期点検における点検の項目、方法及び結果の

判定基準を定める件（抄） 
（平成 20年 11 月 17 日 国土交通省告示第 1350 号（最終改正：令和７年６月 16 日）） 

 

官公庁施設の建設等に関する法律施行規則（平成十二年建設省令第三十八号）第一条第一項

の規定に基づき、この告示を制定する。 
 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則（平成十二年建設省令第三十八号）第一条第一項の

規定に基づき、官公庁施設の建設等に関する法律（昭和二十六年法律第百八十一号）第十二条第

一項に規定する建築物の敷地及び構造の点検の項目、方法及び結果の判定基準は、別表の（い）

欄に掲げる項目に応じ、同表（ろ）欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表（は）欄に掲

げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 

 

 
８．国家機関の建築物の昇降機以外の建築設備の定期点検における点検の項目、事項、方

法及び結果の判定基準を定める件（抄） 
（平成 20年 11 月 17 日 国土交通省告示第 1351 号（最終改正：令和７年６月 16 日）） 

 

 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則（平成十二年建設省令第三十八号）第二条第一項の規

定に基づき、官公庁施設の建設等に関する法律（昭和二十六年法律第百八十一号）第十二条第二項

に規定する建築物の昇降機以外の建築設備の点検（以下この項において「点検」という。）の項目、

事項、方法及び結果の判定基準は、次の各号に掲げる点検の区分に応じ、当該各号に定めるところ

による。 

一 一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号）第

六条の六の表（二）項に規定する建築設備検査員が行うべき点検 別表第一から第四までの（い）

欄に掲げる項目に応じ、それぞれこれらの表の（ろ）欄に掲げる事項ごとに定めるこれらの表の

（は）欄に掲げる方法により実施し、その結果がこれらの表の（に）欄に掲げる基準に該当して

いるかどうかを判定することとする。 

二 一級建築士若しくは二級建築士又は建築基準法施行規則第六条の六の表（三）項に規定する防火

設備検査員が行うべき点検 別表第五の（い）欄に掲げる項目に応じ、同表（ろ）欄に掲げる事項

ごとに定める同表（は）欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表（に）欄に掲げる基準に該

当しているかどうかを判定することとする。 
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９．建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結

 果の判定基準並びに調査結果表を定める件（抄） 
（平成 20年３月 10 日 国土交通省告示第 282 号（最終改正：令和７年１月 29 日）） 

 
 建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。）第五条第二項及

び第三項並びに第五条の二第一項の規定に基づき、建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号。以下「法」

という。）第十二条第一項に規定する調査及び同条第二項に規定する点検（以下「定期調査等」という。）

の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を次のように定める。 

第一 定期調査等は、施行規則第五条第二項及び第五条の二第一項の規定に基づき、次の各号に掲げる別

表第一又は別表第二の（い）欄に掲げる項目（ただし、法第十二条第二項に規定する点検においては損

傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。）に応じ、同表（ろ）欄に掲げる方法により実施し、

その結果が同表（は）欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定することとする。 

一 法第十二条第一項又は第二項に規定する建築物（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十

八号。以下「令」という。）第十四条の二第二号に規定する建築物のうち階数が四以下又は延べ面積

が千平方メートル以下の国家機関の建築物以外のもの（以下「小規模民間事務所等」という。）を除

く。） 別表第一 

二 小規模民間事務所等 別表第二 

第二 特定行政庁は、第一に規定する定期調査等の項目、方法及び結果の判定基準について、規則で、必

要な項目、方法又は結果の判定基準を付加することができる。 

第三（略） 

第四 調査結果表は、施行規則第五条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる建築物の種類に応じ当該

各号に定めるとおりとする。 

一 法第十二条第一項又は第二項に規定する建築物（小規模民間事務所等を除く。） 別記第一号 

二 小規模民間事務所等 別記第二号 
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１０．建築設備（昇降機を除く。）の定期検査報告における検査及び定期点検における点

検の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件（抄） 
（平成 20年３月 10 日 国土交通省告示第 285 号（最終改正：令和７年１月 29 日）） 

 

建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。）第六条

第一項から第三項まで並びに第六条の二第一項及び第二項の規定に基づき、第六条第三項に規

定する建築設備（昇降機を除く。）について建築基準法（昭和二十五年法律第二百一号。以下

「法」という。）第十二条第三項に規定する検査及び同条第四項に規定する点検（以下「定期

検査等」という。）の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに検査結果表を次のように定

める。 

第一 施行規則第六条第一項並びに第六条の二第一項及び第二項の規定に基づき、換気設備、

排煙設備並びに給水設備及び排水設備について国土交通大臣が定める検査の項目は、別表第

一（い）欄に掲げる項目のうち一項（九）、（十）及び（十六）から（二十一）まで、別表

第二（い）欄に掲げる項目のうち一項（十八）、（十九）、（三十七）及び（三十八）並び

に二項（二十四）並びに別表第四（い）欄に掲げる項目のうち三項（七）とする。 

 

第二 定期検査等は、施行規則第六条第二項及び第六条の二第一項の規定に基づき、換気設備、

排煙設備、非常用の照明装置並びに給水設備及び排水設備（平成二十年国土交通省告示第二

百八十二号第一第一号に規定する小規模民間事務所等に設けるものを除く。以下「換気設備

等」という。）について、次の各号に掲げる別表第一から別表第四までの(い)欄に掲げる項

目に応じ、同表(ろ)欄に掲げる事項（ただし、法第十二条第四項に規定する点検においては

損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限る。）ごとに定める同表(は)欄に掲げる方法

により実施し、その結果が同表(に)欄に掲げる基準に該当しているかどうかを判定すること

とする。ただし、特定行政庁が規則により定期検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基

準について定める場合（定期検査等の項目若しくは事項について削除し又は定期検査等の方

法若しくは結果の判定基準について、より緩やかな条件を定める場合を除く。）にあっては、

当該規則の定めるところによるものとする。 

一 換気設備       別表第一 

二 排煙設備       別表第二 

三 非常用の照明装置   別表第三 

四 給水設備及び排水設備 別表第四 

 

２ 前項の規定にかかわらず、法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項に

規定する認定を受けた構造方法を用いた換気設備等に係る定期検査等については、当該認定

に係る申請の際に提出された施行規則第十条の五の二十一第一項第三号に規定する図書若し

くは同条第三項に規定する評価書又は施行規則第十条の五の二十三第一項第三号に規定する

図書に検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。 

 

第三 換気設備等の検査結果表は、施行規則第六条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる

建築設備の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。（以下、略） 

一 換気設備       別記第一号 

二 排煙設備       別記第二号 

三 非常用の照明装置   別記第三号 

四 給水設備及び排水設備 別記第四号 
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１１．防火設備の定期検査報告における検査及び定期点検における点検の項目、事項、方

法及び結果の判定基準並びに検査結果表を定める件（抄） 
（平成 28年５月２日 国土交通省告示第 723 号（最終改正：令和７年１月 29 日）） 

 

 建築基準法施行規則（昭和二十五年建設省令第四十号。以下「施行規則」という。）第六条第

二項及び第三項並びに第六条の二第一項の規定に基づき、防火設備について建築基準法（昭和

二十五年法律第二百一号。以下「法」という。）第十二条第三項に規定する検査及び同条第四項

に規定する点検（以下「定期検査等」という。）の項目、事項、方法及び結果の判定基準並びに

検査結果表を次のように定める。 

第一 定期検査等は、施行規則第六条第二項及び第六条の二第一項の規定に基づき、防火扉、

防火シャッター、耐火クロススクリーン及びドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備

（平成二十年国土交通省告示第二百八十二号第一第一号に規定する小規模民間事務所等にあ

っては、建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号。以下「令」という。）第百十

二条第十一項に規定する防火区画を構成するものに限る。）について、次の各号に掲げる別表

第一から別表第四までの（い）欄に掲げる項目に応じ、同表（ろ）欄に掲げる事項（ただし、

法第十二条第四項に規定する点検においては損傷、腐食、その他の劣化状況に係るものに限

る。）について、同表（は）欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表（に）欄に掲げる

基準に該当しているかどうかを判定することとする。ただし、特定行政庁が規則により定期

検査等の項目、事項、方法又は結果の判定基準について定める場合（定期検査等の項目若し

くは事項について削除し又は定期検査等の方法若しくは結果の判定基準について、より緩や

かな条件を定める場合を除く。）にあっては、当該規則の定めるところによるものとする。 

  一 防火扉 別表第一 

  二 防火シャッター 別表第二 

  三 耐火クロススクリーン 別表第三 

  四 ドレンチャーその他の水幕を形成する防火設備（以下「ドレンチャー等」という。） 

 別表第四 

２ 前項の規定にかかわらず、法第六十八条の二十五第一項又は法第六十八条の二十六第一項

に規定する認定を受けた構造方法を用いた防火設備に係る定期検査等については、当該認定に

係る申請の際に提出された施行規則第十条の五の二十一第一項第三号に規定する図書若しくは

同条第三項に規定する評価書又は施行規則第十条の五の二十三第一項第三号に規定する図書に

検査の方法が記載されている場合にあっては、当該方法によるものとする。       

第二 防火設備の検査結果表は、施行規則第六条第三項の規定に基づき、次の各号に掲げる防

火設備の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。 

  一 防火扉 別記第一号 

  二 防火シャッター 別記第二号 

  三 耐火クロススクリーン 別記第三号 

  四 ドレンチャー等 別記第四号 

 

附 則 

 この告示は、平成二十八年六月一日から施行する。 
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１２.国家機関の建築物の定期の点検の実施について 

※別紙１は国土交通省告示第1350号、別紙２は国土交通省告示第1351号のため、略。 

国 営 管 第 350号 
国 営 保 第 2 4号 
平成20年11月17日 

各省各庁官房長等あて 
国土交通省大臣官房官庁営繕部長   

 
国家機関の建築物の定期の点検の実施について 

 
 官公庁施設の建設等に関する法律施行規則（平成 12 年建設省令第 38号）の一部を改正する省

令（以下、「改正省令」という。）及び改正省令に基づく告示（以下、「告示」という。）につ

いて、平成 20 年 11 月 17 日に公布・施行されることとなった。今回の改正により、各省各庁の

長は、官公庁施設の建設等に関する法律第 12 条第１項及び第２項による建築物の点検について、

改正省令及び告示に基づき、損傷、腐食その他の劣化の状況の点検をすることとなった。 

 ついては、各省各庁の建築物の点検について、下記により、遺漏なきよう実施されたい。 

 また、建築基準法第 12 条第２項及び第４項に基づく定期点検については、平成 20年４月１日

に関係省令及び関係告示において定められていることを申し添える。 

 なお、「国家機関の建築物の定期の点検の実施について」（平成17年６月１日国土交通省営管

発第58号、国営保第10号）は廃止する。 
 

記 
 
１．建築物の敷地及び構造 

損傷、腐食その他の劣化の状況の点検については、従来の点検対象及び方法に替えて、国

土交通大臣の定める告示（別紙１）に基づく項目、方法及び結果の判定基準により実施する

ものとする。 

 

２．昇降機以外の建築設備 
 損傷、腐食その他の劣化の状況の点検については、従来の点検対象及び方法に替えて、国

土交通大臣の定める告示（別紙２）に基づく項目、事項、方法及び結果の判定基準により実

施するものとする。 
 

３．点検の記録 
官公庁施設の建設等に関する法律及び建築基準法による点検を行ったときは、保全台帳に

記録するものとする。 
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１３. 官公庁施設の建設等に関する法律に基づく告示の改正について（周知） 

 

事 務 連 絡 
令和６年８月１日 

 
各省各庁施設保全担当官 殿  

  
                  国土交通省大臣官房官庁営繕部 

計画課保全指導室 課長補佐（基準担当）  
  
  

官公庁施設の建設等に関する法律に基づく告示の改正について（周知） 
   
 
  平素より官庁営繕行政の推進にご尽力を賜り、誠にありがとうございます。  
  官公庁施設の建設等に関する法律（昭和 26 年法律第 181 号）第 12 条において、各省各庁の

長は、その所管に属する建築物の敷地及び構造及び昇降機以外の建築設備（建築基準法第 12
条に規定するものを除く。）については国土交通省令で定めるところにより、定期に、損傷、腐

食その他の劣化の状況の点検をさせなければならないことが規定されており、第 13 条第１項に

おいて、その保全のための基準が定められています。  
  今般、点検等の高度化のあり方及びデジタル化のあり方について検討を進めてきたところ、

定期点検・保全の合理化や新技術の活用を可能とするため、官公法告示を改正（令和６年国土

交通省告示第 1058 号、第 1059 号、第 1060 号。（令和６年８月１日公布、令和７年７月１日施

行）以下「改正告示」という。）したところですが、報告者の業務負担軽減・効率化を図るため、

改正告示のうち「目視」を「目視又はこれに類する方法」に改める部分に関しては、公布日以

降に運用を開始して差し支えありません。  
  なお、「これに類する方法」とは、定期点検を実施する者が自らの目視によるときと同等以上

の情報が得られると判断した方法（例えば、ファイバースコープや双眼鏡、赤外線装置、可視

カメラ、拡大鏡等の検査器具類を使用した結果、目視と同等以上の情報が得られる方法等）を

いいます。 
 本改正は、点検方法等の多様化を目的とするものであり、定期点検・保全の内容が強化され

るものではないことにご留意ください。  
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 １４．国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準                                
  （平成17年５月27日 国土交通省告示第551号（最終改正：令和６年８月１日）） 

 

官公庁施設の建設等に関する法律（昭和二十六年法律第百八十一号）第十三条第一項の規定

に基づき、国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準を次のように定める。 
 
第一 各省各庁の長は、建築物の営繕又は附帯施設の建設をした際の性能に応じ、通常の使用

における劣化、摩耗等の状況を勘案して、その所管に属する建築物及びその附帯施設（以

下「建築物等」という。）を計画的かつ効率的に保全しなければならない。 
   また、各省各庁の長は、国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関

する基準（平成六年建設省告示第二千三百七十九号）第四の規定により定められた建築物

等の使用の条件及び方法に基づき、建築物等の適正な保全に努めなければならない。 

第二 国家機関の建築物等は、別表第一（い）欄に掲げる建築物の敷地及び建築物の各部等に

応じ、それぞれ同表（ろ）欄に掲げる支障がない状態に保全されているものとする。 

第三 国家機関の建築物等は、第二に定めるもののほか、別表第二（い）欄に掲げる当該建築

物等の特性、用途及び機能が、同表（ろ）欄に掲げる建築物の敷地及び建築物の各部等に

応じ、それぞれ同表（は）欄に掲げる支障がない状態に保全されているものとする。 

第四 各省各庁の長は、その所管に属する建築物等を適正に保全するため、建築物の敷地及び

建築物の各部等に、別表第一（ろ）欄及び別表第二（は）欄に掲げる支障があると認めた

ときは、必要に応じ調査をし、当該損耗部材及び損耗部品の取替え、塗装、注油等の保守

その他の必要な措置を適切な時期にとらなければならない。 

 
別表第一（第二関係）  

(い) （ろ） 

建築物の敷地及び地盤面 著しいき裂、不陸、傾斜又は排水不良 

構造耐力上主要な部
分（建築基準法施行
令（昭和二十五年政
令第三百三十八号）
第一条第三号に規定
するものをいう。） 

基礎 沈下、き裂その他の損傷、変形又は腐食 

木造 
イ 土台の内部に及ぶ腐朽 
ロ 柱、はり等に傾斜を生じさせる木部の腐朽又は緊結金物

のさびその他の腐食 

組積造（補強コン
クリートブロッ
ク造を除く。） 

イ れんが、石その他の組積材料間の目地及び他の材料との 
取合部における著しいき裂又は移動を伴う緩み 

ロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形 
ハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれ

があるき裂その他の損傷、変形又は腐食 

補強コンクリー
トブロック造 

イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他の著しい損傷又
は変形 

ロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形 
ハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれ

があるき裂その他の損傷、変形又は腐食 

【１４．保全基準（１／４）】 
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【１４．保全基準（２／４）】 

(い) （ろ） 

 

鉄骨造 

イ 柱の脚部のコンクリートに生じている鉄筋のさびが流れ
出ているき裂その他耐久性を損なうおそれがあるき裂 

ロ 柱又ははりにおける目視又はこれに類する方法（以下「目
視等」という。）により認められる変形 

ハ 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトにおける損傷又は
さびその他の腐食（軽微なものを除く。） 

ニ 鉄骨の部材の接合部における緩み 
ホ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形 
へ イからホまでに定めるもののほか、構造耐力を損なうお
それがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食 

鉄筋コンクリー
ト造及び鉄骨鉄
筋コンクリート
造 

イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他耐久性を損なうお
それがあるき裂 

ロ 柱又ははりにおける目視等により認められる変形 
ハ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形 
ニ イからハまでに定めるもののほか、構造耐力を損なうお
それがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食 

屋根ふき材、内装材、
外装材、帳壁その他
これらに類する用途
に供する建築物の部
分及び高架水槽、冷
却塔その他建築物の
屋外に取り付けるも
の（以下「建築非構
造部材」という。） 

屋根ふき材、内装
材、外装材、帳壁、
パラペット及び 
建具 

仕上げ材料、附属物その他の落下のおそれがあるき裂その他
の損傷、変形、浮き若しくは腐食又は接合部における緩み 

高架水槽、冷却
塔、手すり、煙突
その他建築物の
屋外に取り付け
るもの 

落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又
は構造耐力上主要な部分その他の部分との接合部における
緩み 

床及び階段 

共通 
人の通行及び物品の積載又は運搬に支障を及ぼすき裂その
他の損傷、変形又は腐食 

居室の床 
使用上の支障となる振動が発生するき裂その他の損傷、変形
又は腐食 

モルタル、タイ
ル、石、ビニル製
床材その他の建
築材料を使用す
る床 

建築材料のはく離又は浮き 

二重床 著しいがたつき 

階段その他に用
いる滑り止め 

滑り防止に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変
形若しくは腐食又はぐらつき 

視覚障害者誘導
用ブロック等 

視覚障害者の誘導その他に支障を及ぼすおそれがある建築
材料のはく離、浮き又は変退色 

床点検口 著しいがたつき又は開閉不良 

防火区画を構成する
各部分（防火戸その
他の防火設備を含
む。）その他防火上
主要な部分 

防火区画を構成
する床、壁、柱及
びはり 

あらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがあるき裂
その他の損傷 

防火扉、防火シャ
ッター及び防火
ダンパー 

あらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動
不良又はき裂その他の損傷、変形若しくは腐食 
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【１４．保全基準（３／４）】 

(い) （ろ） 

屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、
又は排除するための建築物の部分 

イ 建築物又はその内部への雨水の浸入により、当該建築物
の耐久性を損ない、又は当該建築物及び物品の損壊若しく
は汚損を生じさせるおそれがあるき裂その他の損傷、変形
又は腐食 

ロ コンクリート、モルタル、タイル、石、瓦、金属製カー
テンウォールその他の建築材料のはく離又はこれらの接合
部における緩み 

ハ ルーフドレン及びといの排水不良 

静穏を必要とする室 壁、窓、出入り口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部
分の防音上支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食 

建具 共通 イ 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良 
ロ 気密性を損ない、かつ、室内環境に悪影響を及ぼすき裂

その他の損傷、変形又は腐食 

自動扉その他自動的
に開閉するもの 

センサー、制動装置その他の安全装置の作動不良 

階段、バルコニーその他の建築物の部分
に設ける防護柵、手すりその他 

安全かつ円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他
の損傷、変形若しくは腐食又は接合部における緩み 

屋内及び屋外の案内表示 容易に確認でき、かつ、利用者を目的地に円滑に誘導するこ
とに支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形、腐食若しくは汚
損、変退色又は脱落 

建築設備 共通 
 

建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定
された機能の著しい低下 

設備機器 
 

イ 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若し
くは腐食又は接合部における緩み 

ロ 大規模な地震が発生した後、当該設備機器の移動、転倒、
落下又は破損による損害の拡大を防止するための建築物の
構造耐力上主要な部分その他の部分への固定の不備 

配線、配管及び風道
その他のダクト 

安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは
腐食又は接合部における緩み 

昇降機 イ 安全装置の作動不良 
ロ ガイドレール、巻上機等の損傷、変形又は腐食 

排煙設備 
 

排煙機、排煙口及び非常電源の作動不良、排煙口からの通気
不良又は排煙風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは
腐食 

換気設備 
 

換気装置の作動不良、排気口及び給気口の通気不良又は排気
筒、排気口、給気口及び風道の著しいき裂その他の損傷、変
形若しくは腐食 

非常用の照明設備 照明の点灯不良又は予備電源の作動不良 

給水設備及び排水設備 配管の著しいき裂その他の損傷、変形又は腐食 

煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類
する工作物等 

転倒又は落下のおそれがある傾斜、き裂その他の損傷若しく
は腐食、接合部における緩み又は水抜穴の排水不良 

駐車場及び敷地内の通路 
 

人及び車両の安全かつ円滑な通行又は物品の安全かつ円滑な
運搬に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若
しくは腐食又はコンクリート、タイル、石、アスファルト・
コンクリートその他の材料のはく離 
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別表第二（第三関係） 
 

【１４．保全基準（４／４）】 

（い） （ろ） （は） 

積雪、凍結その他による
被害が生ずるおそれが
ある地域における建築
物等 

屋根、外壁、屋外の建築
設備その他の屋外に面
する部分 

積雪、凍結その他により、落下その他の屋外
の安全上支障を及ぼすおそれがあるき裂その
他の損傷、変形又は腐食 

災害応急対策を行うた
めに必要な建築物等（災
害対策の指揮、災害情報
の伝達等の施設及び救
護施設をいう。） 

災害応急対策を行う拠
点となる室、これらの機
能を維持するために必
要な室又はこれらの室
を結ぶ廊下その他の通
路 

大規模な地震が発生した場合に災害応急対策
の支障となる損傷又は移動等を生じさせるお
それがある建築非構造部材のき裂その他の損
傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、
建築用ボードその他の建築材料のはく離若し
くはこれらの接合部における緩み 

水防板、水防壁、逆流防
止弁その他の水防設備 

建築物等の浸水を防御する機能上支障を及ぼ
すおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は
腐食 

危険物を貯蔵し、又は使
用する建築物等 

危険物を貯蔵し、又は使
用する室 

大規模な地震が発生した場合に危険物の管理
上支障となる損傷又は移動等を生じさせるお
それがある建築非構造部材のき裂その他の損
傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、
建築用ボードその他の建築材料のはく離若し
くはこれらの接合部における緩み 

不特定かつ多数の者が
利用する建築物等 

出入口、廊下、階段、昇
降機、便所、駐車場、敷
地内の通路その他の不
特定かつ多数の者が利
用する部分 

高齢者、身体障害者等の円滑な利用に支障を
及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形
若しくは腐食又はコンクリート、モルタル、
タイル、石、ビニル製床材その他の材料のは
く離 

免震構造又は制振構造
の建築物等 

免震装置又は制振装置 免震又は制振の効果を損なうおそれがある部
材及び機構のき裂その他の損傷、変形若しく
は腐食又はこれらの接合部における緩み 
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１５．国家機関の建築物及びその附帯施設の位置、規模及び構造に関する基準（抄）  
                 （平成６年12月15日 建設省告示第2379号（最終改正：平成25年３月29日）） 

 

第四 構造に関する基準  

官庁施設の構造は、当該官庁施設において行われる事務及び事業に応じて、地域性、機能性、

経済性及び環境保全の各観点から次に定める事項を総合的に勘案して決定されているものとす

る。また、その構造に応じた当該官庁施設の使用の条件及び方法が定められているものとする。 

一 地域性  

イ 地域の歴史、文化及び風土に配慮し、周辺の自然環境及び都市環境と調和したものであ

ること。 

ロ 官庁施設の敷地内において緑化が図られていること等により、地域の良好な景観の形成

に寄与したものであること。 

二 機能性  

イ 官庁施設の利用者、執務者等の安全性及び利便性が確保されたものであること。 

ロ 高齢者、障害者等が円滑に利用できるものであること。 

ハ 適切な温湿度の維持、明るさの確保等により快適な室内環境が確保されたものであるこ

と。  

ニ 高度な情報処理を行うための機器等を設置することができるものであり、かつ、適切な

情報の管理及び当該機器等の安全性の確保が可能なものであること。 

ホ 地震、津波、火事、暴風雨等による災害時に必要とされる機能を発揮することができる

ものであること。 

三 経済性  

イ 構造体（建築基準法施行令（昭和二十五年政令第三百三十八号）第一条第三号に規定す

る構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。）は、長期間の使用に耐えるものであること。 

ロ 構造体以外の部分は、修繕又は更新の合理的な周期に見合った耐久性を有するものであ

ること。 

ハ 補修及び更新しやすい建築材料、機器等の使用及び点検、保守等に必要な空間の確保等

により、修繕及び保全を容易に行うことができるものであること。  

ニ 行政需要の変化に対応して、空間の有効利用及び機能の向上を図ることができるよう、

間仕切の変更、機器の増設又は移設等を伴う修繕又は模様替を容易に行うことができるも

のであること。 

ホ 建築材料、機器等は、品質、性能、耐久性等が総合的に勘案され、長期的にみて官庁施

設の建設、修繕、保全等に要する全体の費用の節減が図られるよう配慮されたものである

こと。 

四 環境保全 

イ 官庁施設には、熱の損失の防止及びエネルギーの効率的な利用に有効な措置が講じられ

ていること。 

ロ 建築材料、機器等は、環境の保全に配慮したものとし、建築材料については、できる限

り再生された、又は再生できるものであること。 

【１５．位置・規模・構造の基準（１／３）】 
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２ 地震に対する安全性の確保を図るため、官庁施設の構造は、前項に定める事項のほか、次に

定める事項を勘案して決定されているものとする。 

一 基本事項 

構造体、建築非構造部材（屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する建築

物の部分及び広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取り付けるものをいう。以下同じ。）及

び建築設備については、官庁施設が有する機能、地震により被害を受けた場合の社会的影響

及び立地する地域的条件を考慮した官庁施設の重要度に応じて、それぞれ次号から第４号ま

でに規定する極めて稀に発生する地震動（以下「大地震動」という。）に対する耐震性能の

目標の達成が図られたものであること。 

二 構造体の耐震性能 

イ 構造体の耐震性能の目標は、別表に掲げる官庁施設の種類に応じて次によるものとする

こと。 

(1)  別表（一）から（三）、（五）及び（十）に掲げる官庁施設については、大地震動

後、構造体に修繕を必要とする損傷が生じないものであること。ただし、建築基準法施

行令第八十二条の三に規定する構造計算により安全さを確かめる場合においては、同条

第二号に規定する式で計算した数値に１．５を乗じて得た数値を各階の必要保有水平耐

力とすること。 

(2)  別表（四）、（六）から（九）及び（十一）に掲げる官庁施設については、大地震

動後、構造体に大規模の修繕を必要とする損傷が生じないものであり、かつ、直ちに使

用することができるものであること。ただし、建築基準法施行令第八十二条の三に規定

する構造計算により安全さを確かめる場合においては、同条第二号に規定する式で計算

した数値に１．２５を乗じて得た数値を各階の必要保有水平耐力とすること。 

(3)  別表（十二）に掲げる官庁施設については、大地震動後、構造体全体の耐力が著し

く低下しないものであること。ただし、建築基準法施行令第八十二条の三に規定する構

造計算により安全さを確かめる場合においては、同条第二号に規定する式で計算した数

値を各階の必要保有水平耐力とすること。 

ロ 建築非構造部材及び建築設備の損傷の軽減を図るため、大地震動時における上部構造

（基礎より上に位置する建築物の部分をいう。以下同じ。）の変形が制限されたものであ

ること。 

ハ 上部構造の柱、はり、壁等は、水平力に耐えるように、つり合いよく配置されたもので

あること。また、基礎の構造は、その損傷により、上部構造に有害な影響を与えないもの

であること。 

ニ 工作物の構造体は、機能に応じた耐震性能が確保されたものであること。 

【１５．位置・規模・構造の基準（２／３）】 
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三 建築非構造部材の耐震性能 

イ 建築非構造部材の耐震性能の目標は、別表に掲げる官庁施設の種類に応じて次によるも

のとすること。 

(1) 別表（一）から（七）、（十）及び（十一）に掲げる官庁施設については、大地震

動後、建築非構造部材が、災害応急対策若しくは危険物の管理への支障となる損傷又は

移動しないものであること。ただし、災害応急対策を行う拠点となる室、これらの室の

機能を確保するために必要な室及び通路等並びに危険物を貯蔵又は使用する室（(2)に

おいてこれらを総称して「特定室等」という。）以外の室等内に面する部分におけるも

のについては、この限りではない。 

(2) 別表（八）、（九）及び（十二）に掲げる官庁施設及び特定室等以外の室等内に面

する部分については、大地震動後、建築非構造部材の損傷又は移動による被害が拡大し

ないものであること。 

ロ 建築非構造部材は、建築設備の機能の維持を阻害しないように配慮されたものであるこ

と。 

四 建築設備の耐震性能 

イ 建築設備の耐震性能の目標は、別表に掲げる官庁施設の種類に応じて次によるものとす

ること。 

(1) 別表（一）から（六）、（十）及び（十一）に掲げる官庁施設については、大地震

動後、設備機器、配管等の損傷又は移動による被害が拡大しないものであるとともに、

必要な建築設備の機能を直ちに発揮し、かつ、相当期間維持することができるものであ

ること。また、必要な建築設備の機能についての信頼性の向上が図られたものであるこ

と。 

(2) 別表（七）から（九）及び（十二）に掲げる官庁施設については、大地震動後、設備機

器、配管等の損傷又は移動による被害が拡大しないものであること。 

 

※別表 略 

【１５．位置・規模・構造の基準（３／３）】 
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１６．保全基準実施要領について 

 

平成 17 年６月 1 日  国営管第 59 号 国営保第 11 号 

最終改正 平成 22 年３月 31 日 国営管第 482 号 国営保第 30号 

 

国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領 

 

第１  趣旨 

  この要領は、「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」（平成17年国土

交通省告示第551号。以下「保全の基準」という。）の計画的かつ効率的な実施のために、必

要な事項を定めたものである。 

 

第２ 適用範囲 

  すべての国家機関の建築物及びその附帯施設（以下「建築物等」という。）について適用

する。 

  ただし、建築基準法(昭和25年法律第201号）第８５条に規定する仮設建築物を除く。 

 

第３  保全の体制及び計画 

１．保全の体制 

① 各省各庁の長は、その所属の職員のうちから「施設保全責任者」を定めるものとする。 

各省各庁の長は、必要に応じ、施設保全責任者の指名を、部局等の長に行わせること

ができる。 

② 施設保全責任者には、原則として、内部部局の課長、附属機関及び地方支分部局の部長

若しくは事務所等の長又は人事院規則第10－4で定める安全管理者をあてるものとする。 

③ 施設保全責任者は、必要に応じ、所属の職員のうちから「保全担当者」を定めるもの

とする。 

２．保全計画の作成及び保全業務の実施 

① 各省各庁の長は、その所管に属する建築物等の中長期保全計画及び年度保全計画(以下

「保全計画」という。)を作成する。 

② 各省各庁の長は、必要に応じ、保全計画の作成を部局等の長に行わせることができる。 

③ 施設保全責任者は、保全計画に従い、建築物等の保全に関する業務を適正に実施する。 

④ 保全担当者は、施設保全責任者を補佐するものとする。 

⑤ 保全計画の様式は、別に定めるものを参考とする。 

３．保全業務内容の記録 

① 施設保全責任者は、保全台帳を備え、建築物等の概要、点検結果、確認結果、修繕履歴

等必要な事項を記載し、又は記録する。 

② 保全台帳の様式は、別に定めるものを参考とする。 

【１６．保全基準の実施要領（１／３）】 
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第４ 建築物等の使用の条件の遵守等 

  各省各庁の長は、保全の基準第一により、建築物等の使用の条件及び方法に基づき、以下

に留意して建築物等の適正な保全に努めなければならない。 

① 許容積載荷重、耐震壁の位置等の構造計画に関する主要条件 

② 防火区画、防煙区画、特定室等、避難計画等の防災計画に関する主要条件 

③ 非常時に確保すべき発電装置用燃料備蓄量、水量等の建築設備に関する主要条件 

④ その他必要な事項 

 

第５ 特殊施設等における支障がない状態の付加 

  各省各庁の長は、所管に属する建築物等のうち、特殊な機能を有し、又は特殊な建築物の

部位、建築設備等を有するものにあっては、保全の基準の規定に加えて、当該各部等毎に「支

障がない状態」を定めることができる。 

 

第６ 支障がない状態の確認 

  各省各庁の長は、保全の基準第二及び第三に規定する支障がない状態（第５において付加

したものを含む。）を確認するものとする。 

支障がない状態の確認の項目、方法、結果の判定基準は別表（い）欄に掲げる項目に応じ、

同表（ろ）欄に掲げる方法により実施し、その結果が同表（は）欄に掲げる基準に該当して

いるかどうかを確認することとし、その周期は別表（に）欄に掲げる周期を目安とする。 

ただし、委託業務等により確認を行う場合は、その結果の記録を確認するものとする。ま

た前回の確認以降に同等の方法で実施した他の法令で定められている点検の記録がある場合

は、当該記録をもって確認に換えることができる。 

 

第７  大きな外力が作用した場合における確認 

建築物等の構造又は機能に大きな影響を与えるおそれがある地震、台風その他外力が建築物

等の全部又は一部に作用したときは、当該外力が作用した部分及びその影響が想定される部分

について、第６のとおり、支障がない状態を確認し、必要に応じ補強その他の措置をとる。 

大きな外力が作用した場合における確認は、別表（ほ）欄に掲げる優先順位により行う。

なお、各省各庁において個別に設定された優先順位の定めがある場合は、各省各庁の定めに

よるものとする。 

ただし、業務継続計画（BCP）に基づく施設機能チェック又は応急危険度判定等被災建築物

の使用に当たっての診断を実施した建築物等は、その実施の際に、別表（い）欄に掲げる項

目の確認と同様の確認を行った場合は、当該項目を省略することができるものとする。 

 

 

【１６．保全基準の実施要領（２／３）】 
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第８  適正な措置 

  各省各庁の長は、保全の基準第四に基づき、建築物等の機能の維持及び耐久性の確保を図る観

点から、以下の必要な措置を適切な時期にとる。 

① 損耗部材及び損耗部品の取替え、塗装、注油等の保守 

② 建築設備の機能を円滑に発揮させるための性能及び規格に適した燃料及び補給材の使用及

び適正な操作・監視 

③ 建築物等の各部において、凍結等による破損の防止措置 

④ 建築設備を長期間運転休止とする場合は、その性能を保持するための防錆、防湿等の措置 

⑤ その他建築物等の状況に応じた必要な措置 

 

第９  確認のための留意事項 

１．次に示す部位等で確認が困難なものにあっては、確認を省略できるものとするが、当該部位

等の状況から判断して支障がある状態にあると認められる場合は、支障がある状態を記録し、

当該部分の専門的知識を有する者に対応を依頼する。 

① 被覆材で覆われている柱、はり等の主要構造部 

② 点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの 

③ 通電されていて確認することが危険である場所にあるもの 

④ 地中又はコンクリート等の中に埋設されているもの 

⑤ 運転を停止しなければ確認できない機器で、停止させることが極めて困難な状況にあるも

の 

⑥ 運転を停止することが極めて困難な状況にある機器が付近に存在し、確認することが危険

である場所にあるもの 

⑦ 目視では確認が困難であり、足場が必要である外壁面、給排気塔、煙突、鉄塔、広告塔等 

⑧ 屋外排水設備のます等で水中に没している部分 

⑨ その他物理的理由又は安全上の理由などから確認を行うことが困難な場所にあるもの 

２．大きな外力が作用した場合に確認する際、当該建築物等の状況が一見して危険と感じられる

次の項目のいずれかに該当した場合は、確認作業を中止し、建築物等から退去する。 

① 建物が傾いている 

② 壁及び柱に大きなＸ字状のひび割れが多数あり、コンクリートの剥離も著しく、鉄筋がか

なり露出し、又は壁の向こう側が透けて見える 

③ 隣接建築物や鉄塔等が当該建築物等の方向に傾いている 

④ 周辺地盤が大きく陥没又は隆起している 

⑤ 煙が出ている又は火災が発生している 

⑥ ガスのにおいがする 

３．大きな外力が作用した場合に確認する際、次の行為をしてはならない。 

① 水たまりに触れること 

② 分電盤等、電気の盤に触れること 

③ 火気や電気機器等を使用すること 

※別表 略 

【１６．保全基準の実施要領（３／３）】 
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１７．保全基準実施要領（運用）について 
 

国 営 保 第 1 3号 

平成21年７月28日 

最終改定平成22年３月31日 

各省各庁保全担当課長あて 

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課 

保全指導室長 

 

国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領の運用について 

 

国家機関の建築物及びその附帯施設（以下「建築物等」という。）の保全については、「国家機

関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」（平成 17 年国土交通省告示第 551 号。以下「保

全の基準」という。）及び「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領」（平成 17

年 6 月 1 日国営管第 59 号、国営保第 11 号。以下「実施要領」という。）に基づき適正に行って

いるところである。 

保全の基準は、所有又は賃借等の権利関係にかかわらず、全ての国家機関の建築物等に適用さ

れるものである。今般、既存建築物を賃借等（建築物の一部を対象とする場合を含む。）した場

合における実施要領の運用について、下記のとおりとしたので通知する。貴職におかれては、十

分留意のうえ、遺漏のないよう措置されたい。また、貴管下の建築物等の管理者に対し周知され

たい。 

記 

 

１ 「第２ 適用範囲」について 

  各省各庁の長は、建築物等の賃借等をした場合には、所有者又は管理者（以下「所有者等」

という。）との合意によって責任の範囲を定め、協力して保全の基準で規定された支障がない

状態であるように適正に保全するものとする。 

また、当該賃借等部分に至るまでの通常利用すると想定される廊下、階段、昇降機等の経路、

便所等の諸室についても、保全の基準で規定された支障がない状態であるように所有者等と協

力して適正に保全がなされるよう努めるものとする。 

 

２ 「第３ 保全の体制及び計画」について 

各省各庁の長は、当該賃借等をした部分について「施設保全責任者」及び「保全担当者」を

定めるものとし、賃借等に伴い行うこととなった中長期保全計画及び年度保全計画を作成する

こととする。 

なお、所有者等との合意によって責任の範囲を定め、協力して保全台帳を作成するものとす

る。 

施設保全責任者は、保全台帳を備え、建築物等の概要、点検結果、確認結果、修繕履歴等必

要な事項を記載し、又は記録する。 

【１７．要領の運用（１／２）】 
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３ 「第４ 建築物等の使用の条件の遵守等」について 

  各省各庁の長は、所有者等との合意によって、保全の基準第一により、建築物等の使用の条

件及び方法を定め、以下に留意して建築物等の適正な保全に努めなければならない。 

① 許容積載荷重、耐震壁の位置等の構造計画に関する主要条件 

② 防火区画、防煙区画、特定室等、避難計画等の防災計画に関する主要条件 

③ 非常時に確保すべき発電装置用燃料備蓄量、水量等の建築設備に関する主要条件 

④ その他必要な事項 

 

４ 「第６ 支障がない状態の確認」について 

  各省各庁の長は、所有者等との合意によって、保全の基準第二及び第三に規定する支障がな

い状態（第５において付加したものを含む。）を確認する。 

 確認にあたっては、実施要領に従い、定期に確認を行うよう努めるものとする。 

 

５ 「第７ 大きな外力が作用した場合における確認」について 

各省各庁の長は、建築物等の構造又は機能に大きな影響を与えるおそれがある地震、台風そ

の他外力が建築物等の全部又は一部に作用したときは、当該外力が作用した部分及びその影響

が想定される部分について、所有者等との合意のもとに責任の範囲を定め、協力して確認を行

うほか、必要に応じ補強その他の措置について所有者等と協議するものとする。 

 

６ 「第８ 適正な措置」について 

  各省各庁の長は、所有者等との合意によって、保全の基準第四に基づき、建築物等の機能の

維持及び耐久性の確保を図る観点から、以下の必要な措置を適切な時期にとる。 

① 損耗部材及び損耗部品の取替え、塗装、注油等の保守 

② 建築設備の機能を円滑に発揮させるための性能及び規格に適した燃料及び補給材の使

用及び適正な操作・監視 

③ 建築物等の各部において、凍結等による破損の防止措置 

④ 建築設備を長期間運転休止とする場合は、その性能を保持するための防錆、防湿等の措

置 

⑤ その他建築物等の状況に応じた措置 

【１７．要領の運用（２／２）】 
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１８．「国家機関の建築物等における保全計画作成の手引き」の送付について 

【１８．計画作成の手引き（１／２）】 

国 営 保 第 1 3 号 

平成17年６月１日 

最終改定平成22年３月31日 

各省各庁会計課長等あて 

国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課  

保全指導室長 

 

「国家機関の建築物等における保全計画作成の手引き」の送付について 

 

「国家機関の建築物等の保全に関する基準の実施に係る要領について」（平成22年3月31日

付け、国営管第59号、国営保第11号）別紙第３ ２．に規定する保全計画の作成に資するため、

別紙のとおり「国家機関の建築物等における保全計画作成の手引き」を作成したので、参考の

ため送付します。 

 

（別 紙）国家機関の建築物等における保全計画作成の手引き 

 

第１ 目的及び保全計画の種類 

1.1 目的 

本手引きは、国家機関の建築物及びその附帯施設（以下「建築物等」という。）の保全

計画を作成するにあたり基本的な方針を示したもので、建築物等の保全を計画的かつ効率

的に実施し、長期耐用性の確保、ライフサイクルコストの低減等に積極的に寄与すること

を目的とする。 

1.2 保全計画の種類 

本手引きでいう保全計画は、施設ごとに計画する次の２種類の計画をいう。 

① 中長期保全計画          

② 年度保全計画 

 

第２ 保全計画の作成 

2.1 中長期保全計画の作成 

① 中長期保全計画の内容 

 中長期保全計画は、中長期的視野に立った予防保全計画の実施、建築物等の長寿命化

の促進及び効率的な予算執行と中長期的保全予算の推計に利用するため、建築物等の状

況に応じ、中長期的に保全の実施内容、予定年度、概算額を、部分毎に設定し、全体を

作成する。 

なお、当該計画の作成が困難な場合、当分の間、施設区分、構造、階数、延床面積及

び建築年月などの基本情報に応じて、簡易的な中長期保全計画を作成し、これに替える

ことができるものとする。 
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② 中長期保全計画の見直し 

 中長期保全計画は、５年以内ごとに見直しを行うほか、大規模な修繕が行われた後その

他必要があるときは見直しを行う。 

2.2 年度保全計画の作成 

① 年度保全計画の内容 

 当年度の点検、確認、保守、清掃等及び中長期保全計画に基づき建築物の状況に応じた

修繕について、実施内容、実施時期、概算額等を記載した具体的な計画を作成する。 

② 年度保全計画の見直し 

 毎年度終了後、速やかに保全業務の実施状況を評価し、改善すべき内容を次年度以降の

年度保全計画に反映させる。 

 

 また、中長期保全計画の見直しを行ったときは、これに応じて年度保全計画についても必要

な見直しを行う。 

【１８．計画作成の手引き（２／２）】 
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１９．保全台帳及び保全計画の様式の取扱いについて 

【１９．計画様式の扱い（１／５）】 

国 営 保 第 2 6 号 
平成20年 11月 17日 

最終改定平成26年３月26日 

各省各庁保全担当課長あて 
国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課 

保全指導室長 

 

保全台帳及び保全計画の様式の取扱いについて 
 

「国家機関の建築物の定期の点検の実施について」（平成20年11月17日国営管第350号、国営

保第24 号）記３．に規定する「点検の記録」及び「国家機関の建築物等の保全に関する基準の

実施に係る要領について」（平成22年3月31日国営管第59号、国営保第11号）別紙（以下「要領

別紙」という。）第３ ３．に規定する「保全業務内容の記録」を行うための保全台帳の様式を、

並びに、要領別紙第３ ２．に規定する「保全計画の作成及び保全業務の実施」のための保全計

画の様式を下記のとおり作成したので通知する。 

ついては、各省各庁の建築物等の保全を担当する職員等に対して、この保全台帳及び保全計

画の様式を参考に、保全に関する記録及び保全計画の作成、見直しを適切に実施されるよう周知

徹底をお願いする。 

なお、「保全台帳及び保全計画書の様式の作成について」（平成17年7月14日国営保第19号）

は、平成20年11月17日をもって廃止するが、現在点検中のものについては、なお従前の例による。 

 

記 

 

（１）保全台帳の様式別添１ 

建築物等の概要   保全台帳様式１ 

点検及び確認記録  保全台帳様式２ 

修繕履歴      保全台帳様式３ 

 

（２）保全計画の様式別添２ 

中長期保全計画   保全計画様式１ 

年度保全計画    保全計画様式２ 

 

注１）本様式を使用する場合、必要に応じた項目の追加・省略は自由です。 

注２）官庁施設情報管理システムの様式を利用することもできます。 
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別添１

 施設名称

 所在地

 管理官署 （省庁） （部局） （課室）

 敷地内建物延べ面積 （国財） ㎡ （建基） ㎡

 建物棟数 棟

 備　考

　【主要建物】

 建物名称（棟名） 棟番号 主用途

 建物構造  建物階数 地上 地下 塔屋

 建物延べ面積 ㎡  竣工年月 年 月

 備　考

　【その他の建物】

 建物名称（棟名） 棟番号

 建物構造  建物階数 地上 地下 塔屋

 建物延べ面積 ㎡  竣工年月 年 月

 備　考

 建物名称（棟名） 棟番号

 建物構造  建物階数 地上 地下 塔屋

 建物延べ面積 ㎡  竣工年月 年 月

 備　考

 建物名称（棟名） 棟番号

 建物構造  建物階数 地上 地下 塔屋

 建物延べ面積 ㎡  竣工年月 年 月

 備　考

 建物名称（棟名） 棟番号

 建物構造  建物階数 地上 地下 塔屋

 建物延べ面積 ㎡  竣工年月 年 月

 備　考

 建物名称（棟名） 棟番号

 建物構造  建物階数 地上 地下 塔屋

 建物延べ面積 ㎡  竣工年月 年 月

 備　考

 建物名称（棟名） 棟番号

 建物構造  建物階数 地上 地下 塔屋

 建物延べ面積 ㎡  竣工年月 年 月

 備　考

保全台帳 様式１ （その１）

建物基本情報

共通備考

建築物等の概要（１）

施設基本情報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【１９．計画様式の扱い（２／５）】 

保全台帳の様式（別添１） 建築物等の概要（１） 保全台帳 様式１（その１） 
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【１９．計画様式の扱い（３／５）】 

別添１

 建物名称（棟名） 棟番号

 建物構造  建物階数 地上 地下 塔屋

 建物延べ面積 ㎡  竣工年月 年 月

 備　考

保全台帳 様式１ （その２）

備　考

建物仕様

建物基本情報

建築物等の概要（２）

保全台帳の様式（別添１） 建築物等の概要（２） 保全台帳 様式１（その２） 
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【１９．計画様式の扱い（４／５）】 

別添１

保全台帳　様式２

点検･確認項目 関係法令
対象の
有無

点検周期
最終点検
実施年月

次回点検
実施年月

実施結果 問題の内容 備考

3
建築物の昇降機以外の
建築設備の点検

建基法第12条
官公法第12条

4 防火設備の点検
建基法第12条
官公法第12条

5 支障がない状態の確認
H17国交省告示

第551号

7
危険物を取り扱う一般
取扱所等の点検

消防法第14条

8
事業用電気工作物の保安
規定による自主点検

電気事業法第42条

9 機械換気設備の点検 人事院10-4第15条

12
簡易専用水道の水槽の
清掃、検査

水道法第34条

13 排水設備の清掃 建築物衛生法第4条

14
清掃等及びねずみ等の
防除

建築物衛生法第4条
人事院10-4第15条

15 空気環境の測定
建築物衛生法第4条
人事院10-4第15条

16
冷却塔、加湿装置等の
清掃等

建築物衛生法第4条
人事院10-4第15条

17
給水設備の飲料水、雑用水
の遊離残留塩素等の検査

建築物衛生法第4条

19

18
ばい煙発生施設のばい煙量
又はばい煙濃度の測定

大気汚染防止法
第16条

6 消防用設備等の点検 消防法第17条

10
ボイラーの性能検査、
定期点検

人事院10-4第32条

点検及び確認記録 施設名称：

11
浄化槽の水質検査、
保守点検、清掃

浄化槽法第7～11条

1
建築物の敷地及び構造の
点検

建基法第12条
官公法第12条

2 昇降機の点検
建基法第12条

人事院10-4第32条

別添１

保全台帳　様式３

修繕履歴

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

番号 実施年月 修繕内容
金額

（千円）
受注者件　　　名

施設名称：

保全台帳の様式（別添１） 点検及び確認記録 保全台帳 様式２ 

保全台帳の様式（別添１） 修繕履歴 保全台帳 様式３ 



関係資料 

関 － 32 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【１９．計画様式の扱い（５／５）】 

別添２

保全計画 様式１

中長期保全計画

【単位：千円】

内容 単価（円） 数量 金額（円）
周期
（年）

次回予定
年度

2008 2009 2010 2011 2012 ・・・・・・・・・・・・・ 2033 2034 2035 2036 2037

計（千円）

累計（千円）

施設名称：

計画年度：

計画期間：

別添２

保全計画　様式２

年　　度：

施設名称：

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

予定金額
（千円）

月
備考

修繕・更新

年度保全計画

維持管理
　・点検

大項目 中項目 作業名称

保全台帳の様式（別添２） 中長期保全計画 保全計画 様式１ 

保全台帳の様式（別添２） 年度保全計画 保全計画 様式２ 
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２０．法令等により定められた点検等の整理表（代表的なものを抜粋）

施設規模 大項目区分 中項目区分 小項目区分 点検周期 点検者（資格）

敷地及び地盤 地盤、敷地、塀、擁壁

建築物の外部 基礎、土台、外壁

屋上及び屋根 屋上面、屋上回り、屋根、機器及び工作物

建築物の内部

防火区画、壁の室内に面する部分、床、天
井、防火設備（防火扉、防火シャッター等）
又は戸、照明器具・懸垂物等、警報設備、
スプリンクラー設備（一部施設のみ）、居室
の採光及び換気、石綿等を添加した建築
材料

避難施設等

令第百二十条第二項に規定する通路、廊
下、出入口、屋上広場、避難上有効なバ
ルコニー、階段、排煙設備等、その他の設
備等

その他 特殊な構造等、避雷設備、煙突

換気設備

（居室等の）機械換気設備、中央管理方式
の空気調和設備、（調理室等の）自然換気
設備及び機械換気設備、（居室等の）防火
ダンパー等

排煙設備

排煙機、排煙口、排煙風道、特殊な構造
の排煙設備、特別避難階段の階段室又は
付室及び非常用エレベーターの昇降路又
は乗降ロビーに設ける排煙口及び給気
口、加圧防排煙設備、可動防煙壁、自家
用発電装置、直結エンジン

非常用の照明装置
照明器具、電池内蔵形の蓄電池、電源別
置形の蓄電池、自家用発電装置

給水設備及び排水設備

飲料用配管及び排水配管、飲料用の給水
タンク及び貯水タンク並びに給水ポンプ、
給湯設備、排水槽、排水再利用配管設
備、その他（衛生器具、排水トラップ、阻集
器、排水管、通気管）

防
火
設
備

防火設備
防火扉、防火シャッター、耐火クロススク
リーン、ドレンチャー等、連動機構

一級建築士若しくは二級
建築士又は防火設備検
査員資格者証の交付を
受けている者（防火設備
検査員）

１年以内ごと
(検査済証の交付を受け
た日以後最初の点検は、
検査済証の交付を受けた
日から起算して２年以内)

一級建築士若しくは二級
建築士又は昇降機等検
査員資格者証の交付を
受けている者（昇降機等
検査員）

１年につき１回

エレベーター
（積載荷重0.25ｔ以上１ｔ未満）

１月につき１回

１年につき１回

１月につき１回

十分な知識及び技能を
有すると認められる職員
又は登録性能検査機関
等

中
項
目
区
分
の
設
備
が
あ
れ
ば
対
象

昇
降
機

昇降機（エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機）

昇降機

エレベーター
（積載荷重１ｔ以上）

昇降機
簡易リフト
（積載荷重0.25t以上）

１年以内ごと
(検査済証の交付を受け
た日以後最初の点検は、
検査済証の交付を受けた
日から起算して２年以内)

一級建築士若しくは二級
建築士又は建築設備等
検査員資格者証の交付
を受けている者（建築設
備等検査員）

法定点検 【建築基準法、官公法、人事院規則】

（建築基準法）
階数が３以上

かつ
延べ面積が200
㎡超の建築物

（官公法）
階数が２以上

又は
延べ面積が200
㎡超の建築物

３年以内ごと
(検査済証の交付を受け
た日以後最初の点検は、
検査済証の交付を受けた
日から起算して６年以内)

一級建築士若しくは二級
建築士又は特定建築物
調査員資格者証の交付
を受けている者（建築物
調査員）

建
築
物

（
敷
地
及
び
構
造

）

建
築
設
備

（
昇
降
機
を
除
く

）
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関係資料

＜＞は、人事院規則に代わり、労働安全衛生法が適用される場合

点検内容 内容（概要） 関係法令

建築基準法第12条
　H28国交省告示第723号
官公法第12条
　 H20国交省告示第1351号（別表５）

定期点検
国等の建築物の昇降機について、定期に、一定の資格者に、
劣化の状況を点検させなければならない。

建築基準法第12条
 　建築基準法施行規則第６条の２
　 H20国交省告示第282号、第283号

性能検査
（構造及び機能についての検査　昇降路
又はガイドレール、巻上機又は原動機、ワ
イヤロープ、ファイナルリミットスイッチ、非
常止めその他の安全装置、ブレーキ及び
制御装置、配線、開閉器及びコントロー
ラー、控えロープを緊結している部分（屋
外用）、搬器又はカウンターウエイト、ウイ
ンチ）、荷重試験

定期検査
（次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
巻過防止装置その他の安全装置、ブレー
キ及び制御装置、ワイヤロープ、ガイド
レールの状態）

荷重試験

定期検査
（次に掲げる部分の異常又は損傷の有無
ガイドレールの状態、ワイヤーロープ、ファ
イナルリミットスイッチ、非常止めその他の
安全装置、ブレーキ及び制御装置、ガイド
ロープを緊結している部分（屋外用））

定期点検

（建築基準法第12条第４項）
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の建築物の特定建築
設備等（昇降機及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等）
について、定期に、一定の資格者に、劣化の状況を点検させな
ければならない。
（官公法第12条第２項）
国家機関の事務所その他これに類する建築物で、階数が２以
上又は延べ面積が200㎡を超えるものの昇降機以外の建築設
備について、定期に、一定の資格者に、劣化の状況を点検さ
せなければならない。

・各省各庁の長は、積載荷重１ｔ以上のエレベーター（別表七）
については、設置検査、変更検査、性能検査及び定期検査
を、積載荷重0.25ｔ以上１ｔ未満のエレベーター、積載荷重0.25ｔ
以上の簡易リフト（別表八）については定期検査を、それぞれ行
わなければならない。

・性能検査は労働基準監督署長又は検査代行機関の検査が
必要。検査結果を記録はするが、報告の義務はない。

人事院規則10－４　第32条
   人事院規則10－４の運用、別表第８
〈クレーン等安全規則　第154条、第155
条〉

建築基準法第12条
  建築基準法施行令第16条
  建築基準法施行規則第６条の２
　H20国交省告示第282号、第285号

官公法第12条
　官公法第12条第２項の政令
　官公法施行規則第２条
　H20 国交省告示第1351号（別表１～
４）

（国家機関の事務所その他これに類する建築物用）

定期点検

（建築基準法第12条第２項）
国、都道府県又は建築主事を置く市町村の特定建築物（事務
所その他これに類する建築物）の場合、階数が３以上かつ延べ
面積が200㎡を超えるものの敷地及び構造について、定期に、
一定の資格者に、劣化の状況を点検させなければならない。
（官公法第12条第１項）
国家機関の事務所その他これに類する建築物で、階数が２以
上又は延べ面積が200㎡を超えるものの敷地及び構造につい
て、定期に、一定の資格者に、劣化の状況を点検させなければ
ならない。

建築基準法第12条
   建築基準法施行令第16条
   建築基準法施行規則第５条の２
　 国交省H20告示第282号
官公法12条
 　官公法第12条第１項の政令
 　官公法施行規則第１条
 　H20国交省告示第1350号
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関係資料

施設規模 大項目区分 中項目区分 小項目区分 点検周期 点検者（資格）

消火器具、火災報知設備
（消防機関通報用）、誘導
灯、誘導標識、連結散水設
備、消防用水、非常コンセン
ト設備、無線通信補助設備

防火対象物に設けられている消防用設備
等又は特殊消火用設備等

６月に１回

１年に１回

配線 １年に１回

危
　
　
険
　
　
物

危険物
（ガソリン、灯油、重油等）

指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う
一般取扱所、地下タンクを有する一般取扱
所、地下タンク貯蔵所

１年に１回以上

危険物取扱者
（甲種もしくは乙種危険
物取扱者が立ち会えば
危険物取扱者免状を有
していない者も取り扱い
と定期点検を行うことがで
きる。）

換
気
設
備

換気設備 機械による換気設備 ２月以内ごとに１回

１年以内ごとに１回

１月以内ごとに１回

小型ボイラー、小型圧力容器、第２種圧力
容器

１年以内ごとに１回

電
気
設
備

消
　
防
　
用
　
設
　
備

対象設備に応じた資格
区分の消防設備士又は
消防設備点検資格者

屋内消火栓設備、スプリンク
ラー設備、水噴霧消火設
備、泡消火設備、不活性ガ
ス消火設備、ハロゲン化物
消火設備、粉末消火設備、
屋外消火栓設備、動力消
防ポンプ設備、自動火災
報知設備、ガス漏れ火災警
報設備、漏電火災警報器、
非常警報器具及び非常警
報設備、避難器具、排煙設
備、連結送水管、非常電源
専用受電設備、蓄電池設
備、燃料電池設備、自家発
電設備、総合操作盤、パッ
ケージ型消火設備、加圧防
排煙設備、特定駐車場用泡
消火設備

空
調
設
備
・
衛
生
設
備

ボイラー、圧力容器

ボイラー（小型ボイラーを除く）、第１種圧力
容器(小型圧力容器を除く) 十分な知識及び技能を

有すると認められる職員
又は登録性能検査機関
等

事業用電気工作物 自家用電気工作物 保安規程による 電気主任技術者

法定点検 【消防法、危険物令、電気事業法、人事院規則】

中
項
目
区
分
の
設
備
が
あ
れ
ば
対
象

防火対象物に設けられている消防用設備
等又は特殊消火用設備等

６月に１回
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関係資料

＜＞は、人事院規則に代わり、労働安全衛生法が適用される場合

点検内容 内容（概要） 関係法令

機器点検

総合点検

総合点検

定期点検(消防法第１０条第４項の技術上
の基準に適合しているかの点検)

政令で定める製造所、貯蔵所又は取扱所の所有者、管理者又
は占有者は、これらの製造所、貯蔵所又は取扱所について、総
務省令で定めるところにより、定期に点検し、その点検記録を作
成し、これを保存しなければならない。

（指定数量の代表例）
第４類
・第１石油類（ガソリン等）  　 　　　　　　　 　200ℓ
・第２石油類（灯油・軽油等）　　　     　 　1,000ℓ
・第３石油類（重油等）　　　　　　　   　   　2,000ℓ
・第４石油類（ギヤ油・シリンダー油等）　6,000ℓ

消防法第14条の３の２
   危険物の規制に関する政令第８条の
５、別表第３
   危険物の規制に関する規則第62条の
４

点検
初めて使用するとき、分解して改造又は修理を行ったとき及び2
月以内ごとに1回定期的に点検を行う。結果を記録し、3年間保
存する。

人事院規則10－４　第15条
＜事務所衛生基準規則　第９条＞

性能検査

定期検査
〈定期自主検査〉

定期検査
〈定期自主検査〉

人事院規則10－４　 第32条関係
＜ボイラー及び圧力容器安全規則
第32条、第38条、第67条、第73条、第88
条、94条＞

電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安を確保するた
め、事業用電気工作物の組織ごとに保安規程を定め、自家用
電気工作物の点検・保守を行わなければならない。

電気事業法第42条、43条

（人事院規則10－４　第32条）
各省各庁の長は、別表第７に掲げる設備等については、設置
検査、変更検査、性能検査及び定期検査を、別表第８に掲げる
設備等については定期検査を、それぞれ行わなければならな
い。

※人事院規則10-4の運用 別表第２及び第６より、ボイラー取り
扱いの業務等は特別の免許（ボイラー技士（特級、一級、二
級））、資格（技能講習修了者）等を必要とする。

保安規程による点検

（国家機関の事務所その他これに類する建築物用）

防火対象物のうち政令で定めるもの（延べ面積が1,000㎡以上
のもののうち、消防署長が火災予防上必要であると指定した建
築物）は全て有資格者が点検をし、その他のものは自主点検を
し、その結果を消防長、又は消防署長に報告しなければならな
い。

消防法第17条の３の３
　消防法施行令第36条の２
　消防法施行規則第31条の６
　H16消防庁告示第９号
　消防予第172号（Ｈ14）

機器点検
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関係資料

施設規模 大項目区分 中項目区分 小項目区分 点検周期 点検者（資格）

特定施設の１日の冷凍能力が20ｔ（フロン
ガスの場合50ｔ）以上の高圧ガスを用いる
冷凍機

３年に１回
高圧ガス保安協会、
指定保安検査機関

特定施設以外の１日の冷凍能力が20ｔ（フ
ロンガスの場合50ｔ）以上の高圧ガスを用
いる冷凍機

１年に１回以上 冷凍保安責任者

全ての第一種特定製品 ３月に１回以上

電動機の定格出力7.5kW以上の機器

エアコンディショナーは、
３年に１回以上（電動機の
定格出力50ｋW以上は、
１年に１回以上）
冷蔵機器及び冷凍機器
は１年に１回以上

十分な知見を有する者
（冷媒フロン類取扱技術
者、冷凍空調技士等）

ガス湯沸器、ガス風呂釜、こ
れらの排気筒及び排気筒に
接続される排気扇

ガス湯沸器及びガスふろがま（不完全燃焼
時に当該機器へのガスの供給を自動的に
遮断し燃焼を停止する機能を有すると認め
られているもの及び密閉燃焼式のもので
あって特定ガス消費機器の設置工事の監
督に関する法律第６条に規定する表示が
付されているものは除く。）並びにこれらの
排気筒及び排気筒に接続される排気扇

４年に１回以上 ガス小売事業者

ガス湯沸器他 液化石油ガス消費設備 ４年に1回以上
液化石油ガス販売事業
者又は保安機関

使用開始後３月を経過し
た日から５月間とする。

指定検査機関

全ばっ気方式(～20人) ３月に１回以上

全ばっ気方式(21人～300人） ２月に１回以上

全ばっ気方式(301人～） １月に１回以上

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ
気方式、脱窒ろ床接触ばっ気方式(～20
人)

４月に１回以上

分離接触ばっ気方式、嫌気ろ床接触ばっ
気方式、脱窒ろ床接触ばっ気方式(21人～
50人)

３月に１回以上

活性汚泥方式 １週に１回以上

回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水
ろ床方式(砂ろ過装置、活性炭吸着装置又
は凝集層を有する浄化槽）

１週に１回以上

回転板接触方式、接触ばっ気方式、散水ろ床
方式(スクリーン及び流量調整タンク又は流量調
整槽を有する浄化槽(上に掲げるものを除く。))

２週に１回以上

１年に１回以上

１年に１回以上

地方公共団体の機関又
は国土交通大臣及び環
境大臣の登録を受けた
者

水槽の有効容量の合計が10㎥以下のもの

飲
料
水

貯水槽

簡易専用水道（水槽の有効容量の合計が
10㎥を超えるもの）

衛
生
設
備

排
水
に
関
す
る
こ
と

浄化槽
（みなし浄化槽含む）

浄化槽管理者、
浄化槽管理士、
浄化槽清掃業者

浄化槽
※ みなし浄化槽（単独処
理）は、平成13年４月施行さ
れた改正浄化槽法により新
設が禁止されたため、保守
点検に関するものを建築保
全業務共通仕様書に掲載し
ていない。既存のものは、浄
化槽（合併処理）への転換を
図ることの努力義務がある。

浄化槽管理者、
浄化槽管理士、
浄化槽保守点検登録業
者

法定点検 【高圧ガス保安法、フロン排出抑制法、ガス事業法、浄化槽法、

中
項
目
区
分
の
設
備
が
あ
れ
ば
対
象

空
調
設
備

冷凍機

業務用冷凍空調機器
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関係資料

点検内容 内容（概要） 関係法令

保安検査
高圧ガス保安法第35条
   冷凍保安規則第40条～第43条

定期自主検査
高圧ガス保安法第35条の２
　冷凍保安規則第44条、第44条の２

簡易点検

定期点検

消費機器が経済産業省令で定める技術
上の基準に適合しているかどうかを調査

ガス小売事業者は、経済産業省令で定めるところにより、その
供給するガスに係る消費機器が経済産業省令で定める技術上
の基準に適合しているかどうかを調査しなければならない。

ガス事業法第159条第２項
   施行規則第200条、第201条、第202条

消費設備の技術上の基準に適合している
かどうかの調査

消費設備を調査し、経済産業省令で定める技術上の基準に適
合しないと認めるときは、遅延なく、その技術上の基準に適合す
るようにするためにとるべき措置及び措置をとらなかった場合に
生ずべき結果を通知する。

液化石油ガスの保安の確保及び取引の
適正化に関する法律第27条、第34条
　 施行規則第37条、第44条

水質検査

水槽の清掃
水道法第34条の２
　施行規則第55条

簡易専用水道に係る施設及び管理の状
態に関する検査、給水栓における水質検
査及び書類の整理等に関する検査

水道法第34条の２
　施行規則第56条
　厚生労働省H15告示第262号

水道事業者の定める供給規定による

保守点検

フロン類の使用の合理化及び管理の適
正化に関する法律第16条
　H26経産省・環境省告示第13号、別表
２

処理対象人員が501人以上の浄化槽は、当該浄化槽の保守点
検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、技術管
理者を置くことが必要とされている。

浄化槽法第７条～第11条
　施行規則第４条、第６条

清掃

水道法】（国家機関の事務所その他これに類する建築物用）

全ての管理者は、日常的な温度点検や外観検査等の簡易点
検を、一定規模（電動機の定格出力7.5kW）以上の業務用機器
については専門家による冷媒漏洩確認の定期点検を行う必要
がある。漏えいが確認された場合は、可能な限り速やかに冷媒
漏えい箇所を特定し、原則、充填回収業者に充填を依頼する
前に、漏えい防止のための修理等が義務付けられている。
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施設規模 大項目区分 中項目区分 小項目区分 点検周期 点検者（資格）

延べ面積が
3,000㎡以上

６月以内ごとに１回

中項目区分
の設備が

あれば対象

延べ面積が
3,000㎡以上

－
(全て）

－
(全て)

労働者を常時就業させる場所
(照明設備）

６月以内ごとに１回

－
（全て）

空気調和設備又は機械換気設備を設けて
いる場合

－

－
(全て）

一酸化炭素、二酸化炭素、室温及び外気
温、相対湿度

２月以内ごとに１回
(測定頻度の緩和規定あ
り)

延べ面積が
3,000㎡以上

浮遊粉じん量、一酸化炭素、二酸化炭素、
温度、相対湿度及び気流

２月以内ごとに１回

延べ面積が
3,000㎡以上

－
(全て）

使用開始時と使用開始
後１月以内ごとに１回

１年以内ごとに１回

使用開始時と使用開始
後１月以内ごとに１回

１年以内ごとに１回

延べ面積が
3,000㎡以上

中項目区分
の設備が

あれば対象

使用開始時と使用開始
後１月以内ごとに１回

延べ面積が
3,000㎡以上

空
調
設
備

冷却塔及び加湿装置 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置

中項目区分
の設備が

あれば対象

空気調和設備 空気調和設備内の排水受け

６月以内ごとに１回

室
内
環
境

室内環境

ホルムアルデヒド

新築・増築、大規模修繕
等の工事完了後、最初に
到来する６月から９月まで
の間に１回

排
水

排水設備 排水槽、排水ポンプ、排水管等

清
掃

清掃等

法定点検 【建築物衛生法、人事院規則】
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＜＞は、人事院規則に代わり、労働安全衛生法が適用される場合

点検内容 内容（概要） 関係法令

排水に関する設備の掃除

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第４条
　 施行令第２条第２号
   施行規則第４条の３

排水設備の補修及び掃除
人事院規則10－４　第15条
　＜事務所衛生基準規則第14条＞

ねずみ等の防除は、厚生労働省令で定めるところにより、掃除
を行い、廃棄物を処理し、ねずみ等の発生及び進入の防止並
びに駆除を行うこと。

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第４条
   施行令第２条第３号
   施行規則第４条の５

・日常行う清掃のほか大掃除を定期に統一的に行うこと。
・ねずみ等の発生場所、生息場所等について、定期的に統一
的に調査を実施し、調査結果に基づき、ねずみ等の発生を防
止するための措置を講ずる。
・殺そ剤又は殺虫剤を使用する場合は、医薬品、医療機器等
の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の規定によ
る承認を得た医薬品又は医薬部外品を用いる。

人事院規則10－４　第15条
　＜労働安全衛生規則第619条＞
　＜事務所衛生基準規則第15条＞

照明設備の点検
事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備につい
て、定期に点検しなければならない。

人事院規則10－４　第15条
　＜事務所衛生基準規則第10条＞
　＜労働安全衛生規則第605条＞

空気調和設備又は機械換気設備の調整
（浮遊粉じん量、一酸化炭素及び二酸化
炭素の含有率、ホルムアルデヒドの量、気
流、温度（空気調和設備の場合のみ）及
び相対湿度（空気調和設備の場合のみ））

空気調和設備又は機械換気設備を設けている場合、室に供給
される空気が適切となるよう、当該設備を調整しなければならな
い。

人事院規則10－４　第15条
　＜事務所衛生基準規則第５条＞

一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含
有率、室温及び外気温、相対湿度

・中央管理方式の空気調和設備を設けている室について、測
定を行うこと。
・測定結果を記録し、３年間保存しなければならない。

人事院規則10－４　第15条
　＜事務所衛生基準規則第７条＞

浮遊粉じん量、一酸化炭素の含有率、二
酸化炭素の含有率、温度（空気調和設備
の場合のみ）、相対湿度（空気調和設備
の場合のみ）及び気流

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第４条
　施行令第２条第１号
　施行規則第３条の２

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第４条
　施行令第２条第１号
　施行規則第３条の２

人事院規則10－４　第15条
　＜事務所衛生基準規則第７条の２＞

冷却塔、冷却水及び加湿装置の汚れの
状況を点検し、必要により清掃、換水等
（加湿装置の換水は不要。）

冷却塔、冷却水及び加湿装置について、定期に、その汚れの
状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水（加湿装置の換
水は不要。）等を行うこと。ただし、１月を超える期間使用しない
冷却塔及び加湿装置に係る当該使用しない期間においては、
この限りではない。

冷却塔及び冷却水の水管及び加湿装置
の清掃

冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を１年以内ごとに１
回、定期的に行うこと。

冷却塔、冷却水、加湿装置の汚れの状況
を点検し、必要により清掃、換水等（加湿
装置の換水は不要。）

冷却塔及び冷却水、加湿装置について、定期に、その汚れの
状況を点検し、必要に応じ、その清掃及び換水等を行うこと。た
だし、１月を超える期間使用しない冷却塔及び加湿装置に係る
当該使用しない期間においては、この限りではない。

冷却塔及び冷却水の水管及び加湿装置
の清掃

冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を定期的に行うこ
と。

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第４条
   施行令第２条第１号
   施行規則第３条の18

人事院規則10－４　第15条
　＜事務所衛生基準規則　第９条の２＞

空気調和設備内の排水受けの汚れ及び
閉塞の状況を点検し、必要に応じ清掃等

人事院規則10－４　第15条
　＜事務所衛生基準規則第９条の２＞

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第４条
   施行令第２条第１号
   施行規則第３条の18

・空気調和設備内に設けられた排水受けの汚れ及び閉塞の状
況について、定期的に点検し、必要に応じて清掃等を行うこと。

・室の建築、大規模修繕又は大規模の模様替を行った場合、
当該室のホルムアルデヒドの量を測定しなければならない。
・ホルムアルデヒドの量：空気１㎥につき0.1mg以下

清掃及びねずみ等の防除

ホルムアルデヒドの量

（国家機関の事務所その他これに類する建築物用）
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施設規模 大項目区分 中項目区分 小項目区分 点検周期 点検者（資格）

１年以内ごとに１回

７日以内ごとに１回

６月以内ごとに１回

毎年測定期間ごとに１回

pH値、臭気及び外観の
検査　７日以内ごとに１
回、大腸菌及び濁度の検
査２月ごとに１回

pH値、臭気及び外観の
検査　７日以内ごとに１
回、大腸菌の検査２月ご
とに１回

７日以内ごとに１回

空
調
設
備
・

衛
生
設
備

ボイラー
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算
で１時間当り50リットル以上

２月を越えない作業期間
毎に１回以上
（排出ガス量が毎時
40,000㎥未満の場合は、
年２回以上）

焼
却
設
備

廃棄物焼却炉
火格子面積２㎡以上又は焼却能力が１時
間あたり200kg以上

２月を越えない作業期間
毎に１回以上
（焼却能力が１時間当たり
4,000kg未満の場合は、
年２回以上）

ガスタービン、
ディーゼル機関

燃料の燃焼能力が重油換算で１時間当り
50リットル以上

２月を越えない作業期間
毎に１回以上
（排出ガス量が毎時
40,000㎥未満の場合は、
年２回以上）

ガス専焼ボイラー、ガスター
ビン及びガス機関

排出ガス量が４万㎥Ｎ／時未満

ばいじんは５年に１回以上、
窒素酸化物は１年に２回以
上（継続して休止する期間が
６月以上の施設のばいじん、
窒素酸化物は１ 年に１回以
上）

燃料電池用改質器(ガス発
生炉)

５年に１回以上

焼
却
設
備

廃棄物焼却炉

火床面積（廃棄物の焼却施設に２以上の
廃棄物焼却炉が設置されている場合に
あっては、それらの火床面積の合計）が0.5
㎡以上又は焼却能力（廃棄物の焼却施設
に２以上の廃棄物焼却炉が設置されてい
る場合にあっては、それらの焼却能力の合
計）が１時間当たり50ｋｇ以上のもの

１年に１回以上（都道府
県知事への報告義務）

特定施設（処理対象人員が500人を越える
し尿浄化槽、300床以上の病院の厨房施
設・洗浄施設・入浴施設、業務の用に供す
る総床面積が420㎡以上の飲食店の厨房
施設等）

1年に1回以上

指定地域特定施設（指定地域内の処理対
象人員が201人以上500人以下のし尿浄化
槽）

日平均排水量
50㎥以上 100㎥未満：
　　30日以内ごとに１回以上
100㎥以上 200㎥未満：
　　14日以内ごとに１回以上
200㎥以上 400㎥未満：
　　７日以内ごとに１回以上
400㎥以上：毎日

延べ面積が
3,000㎡以上

飲
料
水

貯水槽

排
水

浄化槽、厨房施設等からの
排出水

雑用水

法定点検 【建築物衛生法、大気汚染防止法、ダイオキシン類特別措置法、

中
項
目
区
分
の
設
備
が
あ
れ
ば
対
象

電
気
設
備

中
水

(

再
利
用
水

)
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点検内容 内容（概要） 関係法令

貯水槽の清掃

水質検査（遊離残留塩素）

水質検査（一般細菌、大腸菌、鉛、亜鉛、
鉄、味、ｐH値、臭気等）

水質検査（シアン、総トリハロメタン、ホル
ムアルデヒド等）

散水、修景又は清掃用の水質検査

水洗便所用の水質検査

遊離残留塩素の検査

ばい煙量又はばい煙濃度の測定
大気汚染防止法第16条
　 施行令第２条　別表第一
　 施行規則第15条

ばい煙量又はばい煙濃度の測定
大気汚染防止法第16条
   施行令第２条
　 施行規則第15条

ばい煙量又はばい煙濃度の測定

ばいじん及び窒素酸化物の測定

ばいじん及び窒素酸化物の測定

ダイオキシン量の自主測定
ダイオキシン類対策特別措置法第28条
  施行令第４条、別表第１

排出水の汚染状態の測定
水質汚濁防止法第２条
   施行令第１条
   施行規則第９条

排出水の汚濁負荷量の測定等
水質汚濁防止法第３条
   施行令第３条の２
　 施行規則第９条の２

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第４条
　 施行令第２条第２号
   施行規則第４条の２

貯水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを
防止するため必要な措置を講ずること。
※水源が地下水又は一部が地下水の場合、3年以内ごとに1
回、四塩化炭素などの検査を追加する必要がある。

建築物における衛生的環境の確保に関
する法律第４条
   施行令第２条第２号
　 施行規則第４条
　 水質基準に関する省令

雑用水について
・給水栓における雑用水に含まれる遊離残留塩素の含有率を0.1ppm
（結合残留塩素の場合は0.4ppm）以上に保持すること。ただし、供給す
る雑用水が病原生物に著しく汚染されるおそれがある等の場合には、
遊離残留塩素の含有率を0.2ppm（結合残留塩素の場合は1.5ppm）以
上に保持すること。
・雑用水槽の点検等、有害物や汚水等によって水が汚染されることを防
止するための措置を講すること。
・雑用水を散水、修景又は清掃に使用する場合は、し尿を含む水を原
水として用いないこととし、ｐＨ値、臭気、外観、大腸菌、濁度について、
建築物環境衛生管理基準に適合すること。
・雑用水を水洗便所に使用する場合は、ｐＨ値、臭気、外観、大腸菌及
び濁度について、建築物環境衛生管理基準に適合すること。
・建築物環境衛生管理基準のうち、ｐＨ値、臭気及び外観については、
定期検査を実施すること。
・供給する雑用水が人の健康を害するおそれがあることを知ったとき
は、直ちに供給を停止し、かつ、その雑用水を使用することが危険であ
る旨を関係者に周知させること。

大気汚染防止法第16条
   施行令第２条
   施行規則第15条

　施行規則の付則第２項で、もっぱら非
常時において用いられるものについて
は、排出基準の規定が、当分の間適用
されない。（測定しなくても良い。）

水質汚濁防止法】（国家機関の事務所その他これに類する建築物用）
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関係資料 

関 － 43 
 

令和７年度保全実態調査結果に関する参考資料（その１） 

本資料は、第４章保全実態調査の結果と評価において、庁舎等・宿舎の２区分にて述べた各結

果について、敷地内建物の合計延べ面積により更に３区分し、集計結果を示すものである。 

○表の凡例 

 ・上段：令和７年度保全実態調査結果 

 ・下段（括弧書き）：令和６年度保全実態調査結果 

 

表 1-1：安全性に関する点検等の実施状況 

（本編第４章 表 4-3、4-4 関係） 

 

  

庁舎等 宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上 3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

3,814 831 477 2,112 393 155
(3,854) (831) (472) (2,160) (399) (156)
3,627 772 454 1,965 308 82

(3,837) (831) (470) (2,157) (399) (156)
95.1% 92.9% 95.2% 93.0% 78.4% 52.9%

(99.6%) (100.0%) (99.6%) (99.9%) (100.0%) (100.0%)
187 59 23 147 85 73
(17) (0) (2) (3) (0) (0)

1,072 675 431 65 85 90

(1,078) (671) (431) (61) (86) (90)
1,071 675 431 62 58 45

(1,078) (671) (431) (61) (86) (90)
99.9% 100.0% 100.0% 95.4% 68.2% 50.0%

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
1 0 0 3 27 45

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

3,782 831 475 2,102 392 155

(3,822) (832) (471) (2,142) (398) (156)
3,765 827 473 2,012 308 82

(3,807) (829) (466) (2,131) (398) (156)
99.6% 99.5% 99.6% 95.7% 78.6% 52.9%

(99.6%) (99.6%) (98.9%) (99.5%) (100.0%) (100.0%)
17 4 2 90 84 73

(15) (3) (5) (11) (0) (0)

4,612 831 478 2,518 393 155

(4,706) (832) (473) (2,575) (399) (156)
4,604 831 477 2,437 309 82

(4,696) (832) (471) (2,568) (399) (156)
99.8% 100.0% 99.8% 96.8% 78.6% 52.9%

(99.8%) (100.0%) (99.6%) (99.7%) (100.0%) (100.0%)
8 0 1 81 84 73

(10) (0) (2) (7) (0) (0)

4,014 830 475 2,122 389 155

(4,092) (831) (472) (2,168) (395) (156)
3,998 829 474 2,103 388 155

(4,081) (827) (471) (2,154) (395) (156)
99.6% 99.9% 99.8% 99.1% 99.7% 100.0%

(99.7%) (99.5%) (99.8%) (99.4%) (100.0%) (100.0%)
16 1 1 19 1 0

(11) (4) (1) (14) (0) (0)

調査項目

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

点検等対象施設数[A]

点検等対象施設数[A]

敷地及び
構造

昇降機

建築設備

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

未実施数

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

支障がない
状態

消防用
設備等

実施率％[B/A]
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（注）対象となる点検等は次のとおり。 

  ・「敷地及び構造」、「昇降機」及び「建築設備」は、建築基準法第 12 条又は官公法第 12 条に定

める点検をいう。対象施設数は、両法の対象施設数の合計である。 

  ・「支障がない状態」は、「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」（平成 17 年

5 月 27 日、国土交通省告示第 551 号）に定める支障がない状態の確認をいう。 

  ・「消防用設備等」は、消防法第 17 条の３の３に基づく点検をいう。 

  ・「事業用電気工作物」は、電気事業法第 42 条の保安規程に基づく事業用電気工作物の点検をい

う。 

  ・「ボイラー」は、人事院規則 10-４ 第 32 条に基づくボイラーの性能検査、定期検査をいう。 

  ・「危険物取扱所」は、消防法第 14 条の３の２に基づく点検をいう。 

  

庁舎等 宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上 3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

2,674 825 473 － － －
(2,681) (825) (467) － － －
2,670 825 472 － － －

(2,678) (825) (467) － － －
99.9% 100.0% 99.8% － － －

(99.9%) (100.0%) (100.0%) － － －
4 0 1 － － －

(3) (0) (0) － － －

475 190 256 － － －

(483) (194) (254) － － －
471 190 255 － － －

(479) (194) (253) － － －
99.2% 100.0% 99.6% － － －

(99.2%) (100.0%) (99.6%) － － －
4 0 1 － － －

(4) (0) (1) － － －

808 360 343 － － －

(805) (355) (341) － － －
806 360 341 － － －

(803) (355) (341) － － －
99.8% 100.0% 99.4% － － －

(99.8%) (100.0%) (100.0%) － － －
2 0 2 － － －

(2) (0) (0) － － －

危険物
取扱所

未実施数

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

ボイラー

点検等対象施設数[A]

点検等対象施設数[A]

調査項目

事業用
電気工作物

実施率％[B/A]

未実施数

うち点検等実施数[B]
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表 1-2：安全性に関する施設状況 

（本編第４章 表 4-5～表 4-9 関係） 

 

 （注）各項目の良好な施設の定義は次のとおり。 

・消防・防災：消防検査において指摘はなく、かつ火災時の安全性について良好な施設 

・避難経路等の円滑な通行：避難経路等に障害物はなく、非常時の通行に支障がない施設 

・外壁：外壁に浮き、ひび割れ、剥落が見られない施設 

・家具の転倒防止対策：家具の転倒防止について対策済みである施設 

  

庁舎等 宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上 3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

4,362 672 365 2,415 365 141
(4,479) (679) (374) (2,486) (370) (137)
94.6% 80.9% 76.4% 95.9% 92.9% 91.0%

(95.1%) (81.6%) (79.1%) (96.5%) (92.7%) (87.8%)
250 159 113 103 28 14

(231) (153) (99) (89) (29) (19)
5.4% 19.1% 23.6% 4.1% 7.1% 9.0%

(4.9%) (18.4%) (20.9%) (3.5%) (7.3%) (12.2%)

4,556 819 462 － － －

(4,644) (817) (459) － － －

98.8% 98.6% 96.7% － － －
(98.6%) (98.2%) (97.0%) － － －

56 12 16 － － －
(66) (15) (14) － － －
1.2% 1.4% 3.3% － － －

(1.4%) (1.8%) (3.0%) － － －

2,652 382 175 1,415 215 98

(2,757) (385) (176) (1,507) (226) (101)

57.5% 46.0% 36.6% 56.2% 54.7% 63.2%
(58.5%) (46.3%) (37.2%) (58.5%) (56.6%) (64.7%)
1,960 449 303 1,103 178 57

(1,953) (447) (297) (1,068) (173) (55)
42.5% 54.0% 63.4% 43.8% 45.3% 36.8%

(41.5%) (53.7%) (62.8%) (41.5%) (43.4%) (35.3%)

3,747 663 337 － － －

(3,802) (666) (325) － － －

81.2% 79.8% 70.5% － － －
(80.7%) (80.0%) (68.7%) － － －
865 168 141 － － －

(908) (166) (148) － － －
18.8% 20.2% 29.5% － － －

(19.3%) (20.0%) (31.3%) － － －

上記以外[件数]

上記以外[割合]

良好な施設[割合]

上記以外[件数]

上記以外[割合]

良好な施設[件数]

良好な施設[割合]

家具の
転倒防止

対策

良好な施設[件数]

良好な施設[割合]

上記以外[件数]

上記以外[割合]

調査項目

良好な施設[件数]

良好な施設[割合]

上記以外[件数]
消防・防災

避難経路等
の円滑な

通行

外壁

上記以外[割合]

良好な施設[件数]
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表 1-3：施設使用条件の適合可否に関する状況（建築） 

（本編第４章 表 4-10 関係） 

 

（注）各区分の判断の目安は次のとおり。 

１．問題がないことを確認している。 

・床荷重の条件（当初あるいは改修時点）を把握し、その条件に応じた用途で室を利用し、

条件を上回る重量の機器、什器等の設置を行っていない。 

・床のたわみが生じていない場合（書庫等の重量のある部屋の位置を新築当時から変更して

いない場合も含む）。 

２．確認はしていないが、問題ない状態である。 

・床荷重の条件（当初あるいは改修時点）を把握していないが、質量の大きい機器、什器等

の設置を行っていない。 

・床荷重の条件（当初あるいは改修時点）を把握していないが、現時点では、特に問題が生

じていない。 

・書庫等の部屋の位置を新築時から変更したが、床にたわみが生じていない。 

・なお、設計者に位置の是非を確認した場合は「１」を選択。 

３．問題がある。 

・荷重により床が変形している。床に障害となるたわみが発生している等。 

４．わからない。 

・床荷重の条件（当初あるいは改修時点）を把握しておらず、問題があるかどうか判断でき

ない。 

  

庁舎等

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

3,100 560 320
(3,196) (554) (318)
67.2% 67.4% 66.9%

(67.9%) (66.6%) (67.2%)
1,410 252 143

(1,420) (264) (136)
30.6% 30.3% 29.9%

(30.1%) (31.7%) (28.8%)
8 3 4

(5) (4) (5)
(0.2%) (0.4%) (0.8%)
(0.1%) (0.5%) (1.1%)
94 16 11

(89) (10) (14)
2.0% 1.9% 2.3%

(1.9%) (1.2%) (3.0%)
4,612 831 478

(4,710) (832) (473)

２．確認はしていないが問題がない状態である。[割合]

３．問題がある。[件数]

３．問題がある。[割合]

４．わからない[件数]

４．わからない[割合]

調査項目

１．問題がないことを確認している。[件数]

１．問題がないことを確認している。[割合]

建築

合計

２．確認はしていないが問題がない状態である。[件数]
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表 1-4：施設使用条件の適合可否に関する状況（設備） 

（本編第４章 表 4-11 関係） 

 

（注）各区分の判断の目安は次のとおり。 

１．問題がないことを確認している。 

・設備の性能や運転条件（当初あるいは改修時点）を把握し、その条件等に応じた機器等の

運転やメンテナンスを行っている。 

・ブレーカーが落ちたことがない（新築時より、大きな電気容量の機器を増設していない場

合は、こちらを選択）。 

２．確認はしていないが、問題ない状態である。 

・設備の性能や運転条件（当初あるいは改修時点）を把握していないが、これまでと同様の

運転やメンテナンスを行い、特に問題が生じていない場合等。 

・新築時より大きな電気容量の機器を増設しているが、ブレーカーが落ちていない場合。 

・なお、増設の際に電気容量の確認を行った場合は「１」を選択。 

３．問題がある。 

・頻繁に設備機器が故障する。 

・ブレーカーが落ちる現象が発生する場合等。 

４．わからない。 

・設備の性能や運転条件を把握しておらず、メンテナンスも行っていないため問題点を判断

できない。 

 

  

庁舎等

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

3,301 596 346
(3,411) (592) (345)
71.6% 71.7% 72.4%

(72.4%) (71.2%) (72.9%)
1,237 219 117

(1,226) (225) (110)
26.8% 26.4% 24.5%

(26.0%) (27.0%) (23.3%)
8 7 7

(6) (9) (8)
0.2% 0.8% 1.5%

(0.1%) (1.1%) (1.7%)
66 9 8

(67) (6) (10)
1.4% 1.1% 1.7%

(1.4%) (0.7%) (2.1%)
4,612 831 478

(4,710) (832) (473)

調査項目

設備

２．確認はしていないが問題がない状態である。[割合]

３．問題がある。[件数]

３．問題がある。[割合]

４．わからない[件数]

１．問題がないことを確認している。[件数]

１．問題がないことを確認している。[割合]

２．確認はしていないが問題がない状態である。[件数]

４．わからない[割合]

合計
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表 2-1：執務環境に関する点検等の実施状況 

（本編第４章 表 4-12、表 4-13 関係） 

 

 （注）上表の点検等の項目は、それぞれ以下の内容をいう。 

  ・「水槽」は、水道法で定める簡易専用水道の貯水槽（受水槽等）の清掃 

  ・「冷却塔」は、建築物衛生法及び人事院規則で定める冷却塔等の清掃等 

庁舎等 宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上 3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

584 547 435 758 298 136
(577) (546) (430) (787) (305) (136)
584 547 435 750 298 136

(575) (546) (429) (779) (305) (136)
100.0% 100.0% 100.0% 98.9% 100.0% 100.0%
(99.7%) (100.0%) (99.8%) (99.0%) (100.0%) (100.0%)

0 0 0 8 0 0
(2) (0) (1) (8) (0) (0)

1,069 537 385 － － －

(1,089) (537) (383) － － －
1,057 537 385 － － －

(1,074) (535) (383) － － －
98.9% 100.0% 100.0% － － －

(98.6%) (99.6%) (100.0%) － － －
12 0 0 － － －

(15) (2) (0) － － －

455 643 432 － － －

(460) (638) (429) － － －
454 641 432 － － －

(458) (636) (429) － － －
99.8% 99.7% 100.0% － － －

(99.6%) (99.7%) (100.0%) － － －
1 2 0 － － －

(2) (2) (0) － － －

431 614 416 － － －

(429) (609) (409) － － －
427 608 413 － － －

(425) (600) (405) － － －
99.1% 99.0% 99.3% － － －

(99.1%) (98.5%) (99.0%) － － －
4 6 3 － － －

(4) (9) (4) － － －

4,284 822 472 － － －

(4,363) (819) (468) － － －
4,237 815 469 － － －

(4,311) (810) (467) － － －
98.9% 99.1% 99.4% － － －

(98.8%) (98.9%) (99.8%) － － －
47 7 3 － － －

(52) (9) (1) － － －

2,277 730 431 － － －

(2,318) (724) (428) － － －
2,219 723 423 － － －

(2,251) (714) (422) － － －
97.5% 99.0% 98.1% － － －

(97.1%) (98.6%) (98.6%) － － －
58 7 8 － － －

(67) (10) (6) － － －

4,085 813 470 － － －

(4,147) (812) (463) － － －
4,051 809 469 － － －

(4,119) (811) (461) － － －
99.2% 99.5% 99.8% － － －

(99.3%) (99.9%) (99.6%) － － －
34 4 1 － － －

(28) (1) (2) － － －

空気環境

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

機械換気
設備

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

排水

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

ねずみ等

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

冷却塔

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

飲料水等

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数

調査項目

水槽

点検等対象施設数[A]

うち点検等実施数[B]

実施率％[B/A]

未実施数
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  ・「飲料水」は、建築物衛生法で定める給水設備の飲料水等の遊離残留塩素等の検査 

  ・「排水」は、建築物衛生法で定める排水設備の清掃 

  ・「ねずみ等」は、建築物衛生法及び人事院規則で定める清掃等及びねずみ等の防除 

  ・「空気環境」は、建築物衛生法及び人事院規則で定める空気環境の測定 

  ・「機械換気設備」は、人事院規則 10-４、事務所衛生基準規則第９条に基づく点検 
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表 2-2：執務環境に関する施設状況 

（本編第４章 表 4-14～表 4-22 関係） 

 

（注）上表の良好な施設の定義は、それぞれ以下の内容をいう。 

・空気環境（清浄度）：概ねすべての室において、空気の清浄度（埃、臭い等）が良好な施設 

・照明照度：概ねすべての室において、照明照度が良好な施設 

庁舎等 宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上 3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

4,459 793 457 － － －
(4,559) (805) (453) － － －
96.7% 95.4% 95.6% － － －

(96.8%) (96.8%) (95.8%) － － －
153 38 21 － － －

(151) (27) (20) － － －
3.3% 4.6% 4.4% － － －

(3.2%) (3.2%) (4.2%) － － －

4,494 808 465 － － －

(4,611) (811) (461) － － －

97.4% 97.2% 97.3% － － －
(97.9%) (97.5%) (97.5%) － － －
118 23 13 － － －
(99) (21) (12) － － －
2.6% 2.8% 2.7% － － －

(2.1%) (2.5%) (2.5%) － － －

4,136 678 364 － － －

(4,262) (686) (365) － － －

89.7% 81.6% 76.2% － － －
(90.5%) (82.5%) (77.2%) － － －
476 153 114 － － －

(448) (146) (108) － － －
10.3% 18.4% 23.8% － － －
(9.5%) (17.5%) (22.8%) － － －

4,464 793 443 － － －

(4,576) (793) (443) － － －

96.8% 95.4% 92.7% － － －
(97.2%) (95.3%) (93.7%) － － －
148 38 35 － － －

(134) (39) (30) － － －
3.2% 4.6% 7.3% － － －

(2.8%) (4.7%) (6.3%) － － －

4,498 810 464 － － －

(4,599) (816) (464) － － －
97.5% 97.5% 97.1% － － －

(97.6%) (98.1%) (98.1%) － － －
114 21 14 － － －

(111) (16) (9) － － －
2.5% 2.5% 2.9% － － －

(2.4%) (1.9%) (1.9%) － － －

3,640 507 210 2,248 359 142

(3,718) (498) (202) (2,301) (358) (142)
78.9% 61.0% 43.9% 89.3% 91.3% 91.6%

(78.9%) (59.9%) (42.7%) (89.4%) (89.7%) (91.0%)
972 324 268 270 34 13

(992) (334) (271) (274) (41) (14)
21.1% 39.0% 56.1% 10.7% 8.7% 8.4%

(21.1%) (40.1%) (57.3%) (10.6%) (10.3%) (9.0%)
3,498 490 236 1,766 298 121

(3,587) (500) (237) (1,840) (302) (122)
75.8% 59.0% 49.4% 70.1% 75.8% 78.1%

(76.2%) (60.1%) (50.1%) (71.5%) (75.7%) (78.2%)
1,114 341 242 752 95 34

(1,123) (332) (236) (735) (97) (34)
24.2% 41.0% 50.6% 29.9% 24.2% 21.9%

(23.8%) (39.9%) (49.9%) (28.5%) (24.3%) (21.8%)

調査項目

空気環境
（清浄度）

良好な施設[件数]

良好な施設[割合]

上記以外[件数]

上記以外[割合]

照明照度

良好な施設[件数]

良好な施設[割合]

上記以外[件数]

上記以外[割合]

熱環境
（冷暖房）

良好な施設[件数]

良好な施設[割合]

上記以外[件数]

上記以外[割合]

衛生環境
（水質）

良好な施設[件数]

良好な施設[割合]

上記以外[件数]

上記以外[割合]

清掃

良好な施設[件数]

良好な施設[割合]

上記以外[件数]

上記以外[割合]

漏水

良好な施設[件数]

良好な施設[割合]

上記以外[件数]

上記以外[割合]

設備機器

良好な施設[件数]

良好な施設[割合]

上記以外[件数]

上記以外[割合]
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・熱環境（冷暖房）：冷暖房期に概ねすべての室において、冷暖房の状況が良好な施設 

・衛生環境（水質）：水質測定において、水槽類の水質が良好な施設 

・清掃：概ねすべての室において、清掃状況が良好な施設 

・漏水：天井、壁からの漏水が見られない施設 

・設備機器：施設全体として、設備機器の状態が良好な施設  
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表 3-1：保全の実施体制の整備状況に関する結果 

（本編第４章 表 4-23、表 4-24 関係） 

 

 

表 3-2：保全計画の作成・更新状況に関する結果 

（本編第４章 表 4-25～表 4-27 関係） 

 

庁舎等 宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上 3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

4,612 831 478 2,518 393 155
(4,710) (832) (473) (2,575) (399) (156)
4,612 831 478 2,518 393 155

(4,710) (832) (473) (2,575) (399) (156)
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%) (100.0%)
0 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)

4,612 831 478 2,518 393 155

(4,710) (832) (473) (2,575) (399) (156)
4,557 816 470 2,495 393 154

(4,654) (820) (465) (2,548) (398) (155)
98.8% 98.2% 98.3% 99.1% 100.0% 99.4%

(98.8%) (98.6%) (98.3%) (99.0%) (99.7%) (99.4%)
55 15 8 23 0 1

(56) (12) (8) (27) (1) (1)

保全
担当者

設置対象施設数[A]

うち設置済み実施数[B]

設置率％[B/A]

未設置数

調査項目

施設
保全

責任者

設置対象施設数[A]

うち設置済み実施数[B]

設置率％[B/A]

未設置数

庁舎等 宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上 3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

4,612 831 478 2,518 393 155
(4,710) (832) (473) (2,575) (399) (156)
4,608 831 478 2,518 393 155

(4,705) (832) (473) (2,574) (399) (156)
99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(99.9%) (100.0%) (100.0%) (99.9%) (100.0%) (100.0%)
4 0 0 0 0 0

(5) (0) (0) (1) (0) (0)

4,594 827 478 2,515 393 155
(4,686) (829) (468) (2,557) (396) (156)
4,554 818 477 2,494 392 155

(4,624) (813) (462) (2,490) (393) (156)
99.1% 98.9% 99.8% 99.2% 99.7% 100.0%

(98.7%) (98.1%) (98.7%) (97.4%) (99.2%) (100.0%)
40 9 1 21 1 0

(62) (16) (6) (67) (3) (0)

4,612 831 478 2,518 393 155

(4,710) (832) (473) (2,575) (399) (156)
4,588 826 474 2,490 391 155

(4,691) (830) (469) (2,559) (398) (156)
99.5% 99.4% 99.2% 98.9% 99.5% 100.0%

(99.6%) (99.8%) (99.2%) (99.4%) (99.7%) (100.0%)
24 5 4 28 2 0

(19) (2) (4) (16) (1) (0)

調査項目

中長期
保全計画
の作成

作成対象施設数[A]

うち作成済み実施数[B]

作成率％[B/A]

未作成数

中長期
保全計画
の更新

前年度作成完了施設数[A]

うち更新済み実施数[B]

更新率％[B/A]

未更新数

年度
保全計画
の作成

作成対象施設数[A]

うち作成済み実施数[B]

作成率％[B/A]

未作成数
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表 3-3：記録（点検記録及び修繕履歴）の整備状況に関する結果 

（本編第４章 表 4-28～表 4-31 関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

庁舎等 宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上 3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

4,612 831 478 2,518 393 155
(4,710) (832) (473) (2,575) (399) (156)
4,611 831 478 2,518 393 155

(4,706) (832) (473) (2,573) (399) (156)
99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(99.9%) (100.0%) (100.0%) (99.9%) (100.0%) (100.0%)
1 0 0 0 0 0

(4) (0) (0) (2) (0) (0)

4,594 827 478 2,515 393 155
(4,686) (829) (468) (2,557) (396) (156)
4,578 822 475 2,502 393 155

(4,667) (827) (465) (2,542) (396) (156)
99.7% 99.4% 99.4% 99.5% 100.0% 100.0%

(99.6%) (99.8%) (99.4%) (99.4%) (100.0%) (100.0%)
16 5 3 13 0 0

(19) (2) (3) (15) (0) (0)

4,612 831 478 2,518 393 155

(4,710) (832) (473) (2,575) (399) (156)
4,610 831 478 2,518 393 155

(4,707) (832) (473) (2,573) (399) (156)
99.9% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

(99.9%) (100.0%) (100.0%) (99.9%) (100.0%) (100.0%)
2 0 0 0 0 0

(3) (0) (0) (2) (0) (0)

4,594 827 478 2,515 393 155

(4,686) (829) (468) (2,557) (396) (156)
4,587 825 476 2,505 393 155

(4,668) (826) (466) (2,542) (396) (156)
99.8% 99.8% 99.6% 99.6% 100.0% 100.0%

(99.6%) (99.6%) (99.6%) (99.4%) (100.0%) (100.0%)
7 2 2 10 0 0

(18) (3) (2) (15) (0) (0)

調査項目

点検記録の
作成

作成対象施設数[A]

うち作成済み実施数[B]

作成率％[B/A]

未作成数

修繕履歴の
作成

作成対象施設数[A]

うち作成済み実施数[B]

作成率％[B/A]

未作成数

点検記録の
更新

前年度作成完了施設数[A]

うち更新済み実施数[B]

更新率％[B/A]

未更新数

修繕履歴の
更新

前年度作成完了施設数[A]

うち更新済み実施数[B]

更新率％[B/A]

未更新数
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表 4-1：各評価項目の結果（庁舎等） 

（本編第４章 表 4-39 関係） 

 

庁舎等

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

100 100.0 100.0 100.0
100 99.5 99.4 99.2
100 99.0 98.9 99.8
100 99.6 99.4 99.4
100 99.8 99.8 99.6

100.0 99.6 99.5 99.6

庁舎等

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

200 190.2 185.8 190.4
200 199.8 200.0 200.0
200 199.1 199.0 199.2
200 199.7 200.0 199.6
100 99.6 99.9 99.8
100 99.8 100.0 99.4
100 99.9 100.0 99.8
100 99.2 99.5 99.8
100 99.2 100.0 99.6
100 99.7 100.0 100.0
100 100.0 100.0 100.0
100 99.1 99.0 99.3
100 98.9 99.1 99.4
100 97.5 99.0 98.1
100 98.9 100.0 100.0
100 99.8 99.7 100.0
100 99.5 99.5 99.4

100.0 98.6 98.8 99.1

庁舎等

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

100 98.3 97.7 97.8
100 98.6 98.6 98.6
100 94.4 90.4 87.8
100 98.2 97.5 96.1
100 98.7 98.6 98.5
100 96.6 87.2 83.6
100 78.2 71.8 66.1
100 89.1 79.1 69.9
100 87.5 77.2 70.6
100 89.1 88.4 81.6
100 99.4 99.3 98.2
100 82.5 82.6 81.9
100 85.0 84.9 84.6

100.0 92.0 88.7 85.8

100.0 96.7 95.7 94.8

照明環境

総評点

衛生環境
清掃
消防・防災
建築・附帯施設　外壁の状況
建築・附帯施設　漏水の状況
設備機器
家具の転倒防止対策
避難経路等における障害物の有無
施設使用条件適合の可否（建築）
施設使用条件適合の可否（設備）

③の評点

排水設備の清掃
清掃等及びねずみ等の防除
空気環境の測定
冷却塔・加湿装置等の清掃等
給水設備の飲料水・雑用水の遊離残留塩素等の検査
ばい煙発生施設のばい煙量又はばい煙濃度の測定

②の評点

③　施設状況

空気環境

修繕履歴の作成・更新

①　保全の体制、計画及び記録等

施設保全責任者の有無
年度保全計画書の作成
中長期保全計画書の作成・更新
点検及び確認結果の記録の作成・更新

浄化槽の水質検査、保守点検、清掃

①の評点

②　点検等の実施状況

建築物の敷地及び構造の点検
昇降機の点検
建築物の昇降機以外の建築設備の点検
支障がない状態の確認
消防用設備等の点検
危険物を取り扱う一般取扱所等の点検
事業用電気工作物の保安規定による自主点検
機械換気設備の点検
ボイラーの性能検査、定期検査

熱環境（冷暖房の状況）

簡易専用水道の水槽の清掃

配点

配点

配点
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表 4-2：各評価項目の結果（宿舎） 

（本編第４章 表 4-39 関係） 

 

 

 

 

 

宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

100 100.0 100.0 100.0
100 98.9 99.5 100.0
100 99.2 99.7 100.0
100 99.5 100.0 100.0
100 99.6 100.0 100.0

100.0 99.4 99.8 100.0

宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

200 186.1 156.7 105.8
200 190.8 136.5 100.0
200 191.4 157.1 105.8
200 193.6 157.3 105.8
100 99.1 99.7 100.0
100 － － －
100 － － －
100 － － －
100 － － －
100 97.8 100.0 100.0
100 98.9 100.0 100.0
100 － － －
100 － － －
100 － － －
100 － － －
100 － － －
100 － － －

100.0 96.4 83.5 63.2

宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

100 － － －
100 － － －
100 － － －
100 － － －
100 － － －
100 97.6 96.3 95.5
100 77.8 76.8 81.3
100 94.3 95.3 95.8
100 84.8 87.7 89.0
100 － － －
100 － － －
100 － － －
100 － － －

100.0 88.6 89.0 90.4

100.0 94.8 90.8 84.5

照明環境

総評点

衛生環境
清掃
消防・防災
建築・附帯施設　外壁の状況
建築・附帯施設　漏水の状況
設備機器
家具の転倒防止対策
避難経路等における障害物の有無
施設使用条件適合の可否（建築）
施設使用条件適合の可否（設備）

③の評点

排水設備の清掃
清掃等及びねずみ等の防除
空気環境の測定
冷却塔・加湿装置等の清掃等
給水設備の飲料水・雑用水の遊離残留塩素等の検査
ばい煙発生施設のばい煙量又はばい煙濃度の測定

②の評点

③　施設状況

空気環境

修繕履歴の作成・更新

①　保全の体制、計画及び記録等

施設保全責任者の有無
年度保全計画書の作成
中長期保全計画書の作成・更新
点検及び確認結果の記録の作成・更新

浄化槽の水質検査、保守点検、清掃

①の評点

②　点検等の実施状況

建築物の敷地及び構造の点検
昇降機の点検
建築物の昇降機以外の建築設備の点検
支障がない状態の確認
消防用設備等の点検
危険物を取り扱う一般取扱所等の点検
事業用電気工作物の保安規定による自主点検
機械換気設備の点検
ボイラーの性能検査、定期検査

熱環境（冷暖房の状況）

簡易専用水道の水槽の清掃

配点

配点

配点
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表 5：総評点と判定区分ごとの平均点 

（本編第４章 表 4-40、表 4-41 関係） 

 

  （注）総評点の判定区分は次のとおり。 

   ・良好な施設：総評点が 80点以上。 

   ・概ね良好な施設：総評点が 60点以上 80点未満。 

   ・要努力の施設：総評点が 40 点以上 60 点未満。 

   ・要改善の施設：総評点が 40 点未満。 

 

  

庁舎等 宿舎

3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上 3,000㎡未満
3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上

4,592 830 477 2,402 309 82
(4,683) (831) (469) (2,544) (397) (156)

19 1 1 113 84 73
(25) (1) (4) (28) (2) (0)
0 0 0 3 0 0

(2) (0) (0) (3) (0) (0)
1 0 0 0 0 0

(0) (0) (0) (0) (0) (0)
4,612 831 478 2,518 393 155

(4,710) (832) (473) (2,575) (399) (156)

96.8 95.7 94.9 95.8 95.2 94.0
(97.1) (96.0) (95.2) (96.2) (96.4) (96.7)
75.2 73.3 71.7 75.0 74.4 73.9

(73.2) (79.0) (77.0) (74.8) (77.1) －
－ － － 56.0 － －

(40.0) － － (53.9) － －
15.6 － － － － －
－ － － － － －

96.7 95.7 94.8 94.8 90.8 84.5

(97.0) (96.0) (95.0) (95.9) (96.3) (96.7)

調査項目

「良好」な施設

「概ね良好」な施設

「要努力」の施設

「要改善」の施設

全体

該当施設数

総評点平均

「良好」な施設

「概ね良好」な施設

「要努力」の施設

「要改善」の施設

全体
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令和７年度保全実態調査結果に関する参考資料（その２） 

【目標３ ライフサイクルコストの低減】に関する調査結果において、敷地内建物の合計延べ面

積（附属屋等を含む）にて区分した各集計結果について、建築年次別に 6 区分した集計結果を次

のとおり示す。 

 

表１－１：合同庁舎・一般事務庁舎の光熱水費（電気・油・ガス） 建築年次別 

（本編第４章 表 4-33 関係）     （円（税込）／㎡・年） 

 

 

表１－２：合同庁舎・一般事務庁舎の光熱水費（上下水道） 建築年次別 

（本編第４章 表 4-34 関係）     （円（税込）／㎡・年） 

 

 

表２－１：合同庁舎・一般事務庁舎の光熱水費（電気・油・ガス） 建築年次別・規模別 

（本編第４章 表 4-33 関係）                  （円（税込）／㎡・年） 

 

築10年未満
築10年以上
築20年未満

築20年以上
築30年未満

築30年以上
築40年未満

築40年以上
築50年未満

築50年以上

上位25％ 2,696 2,758 3,183 2,797 2,792 2,763

平均値 2,503 2,339 2,732 2,460 2,425 2,249

中央値 2,042 1,898 2,208 1,989 2,035 2,077

下位25％ 1,495 1,113 1,450 1,344 1,354 1,497

対象施設数 230 550 991 892 994 1,433

築10年未満
築10年以上
築20年未満

築20年以上
築30年未満

築30年以上
築40年未満

築40年以上
築50年未満

築50年以上

上位25％ 299 281 287 230 223 235

平均値 257 236 199 188 188 200

中央値 154 157 159 144 141 148

下位25％ 95 85 92 85 82 88

対象施設数 211 521 909 844 957 1,402

築10年未満
築10年以上
築20年未満

築20年以上
築30年未満

築30年以上
築40年未満

築40年以上
築50年未満

築50年以上

上位25％ 2,605 2,713 3,162 2,795 2,784 2,771

平均値 2,445 2,181 2,694 2,331 2,406 2,221

中央値 2,052 1,673 2,087 1,892 2,012 2,047

下位25％ 1,468 940 1,208 1,214 1,271 1,422

上位25％ 2,694 2,741 3,057 2,552 2,886 2,705

平均値 2,398 2,545 2,807 2,709 2,372 2,318

中央値 1,946 2,163 2,406 2,089 2,246 2,109

下位25％ 1,662 1,730 1,907 1,713 1,818 1,689

上位25％ 3,337 3,265 3,584 3,169 3,117 2,673

平均値 2,923 3,094 3,010 3,415 2,982 2,514

中央値 2,106 2,373 2,608 2,295 2,127 2,191

下位25％ 1,557 1,923 1,910 1,887 1,646 1,864

3,000㎡以上
10,000㎡未満

3,000㎡未満

10,000㎡以上
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表２－２：合同庁舎・一般事務庁舎の光熱水費（上下水道）建築年次別・規模別 

（本編第４章 表 4-34 関係）                  （円（税込）／㎡・年） 

 

（注） 

・ 光熱水費の年間合計を、敷地内建物の合計延べ面積（附属屋等を含む）で除した値を分

析している。 

・ 上位 25％、中央値、下位 25％は、データの大きいものから並べた場合に、それぞれ上位

25％に位置する数値、中央に位置する数値、下位 25％に位置する数値を示す（以下の表

においても同じ。）。 

 

 

築10年未満
築10年以上
築20年未満

築20年以上
築30年未満

築30年以上
築40年未満

築40年以上
築50年未満

築50年以上

上位25％ 238 255 261 211 214 214

平均値 228 214 209 185 181 175

中央値 130 138 149 130 131 134

下位25％ 81 75 87 75 75 80

上位25％ 305 263 316 241 252 284

平均値 258 248 250 203 220 259

中央値 205 166 184 153 173 191

下位25％ 122 97 103 99 122 127

上位25％ 492 436 498 453 323 568

平均値 403 353 383 364 274 425

中央値 256 216 286 289 217 302

下位25％ 169 162 168 183 159 217

3,000㎡未満

3,000㎡以上
10,000㎡未満

10,000㎡以上
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関 － 59 

国土交通省地方整備局・営繕事務所等の管轄 

各省各庁の施設保全責任者等が保全に関する問い合わせを行う際の参考に、

国土交通省の整備局や事務所等の管轄を紹介します。 
なお、各省各庁の事情により、管轄の整備局以外にも問い合わせることがで

きます。 

整備局等の名称 所在地 管  轄 
北海道開発局  札幌市  北海道  

東北地方整備局  仙台市  青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島

県 
 盛岡営繕事務所  盛岡市  岩手県、青森県、秋田県 

関東地方整備局  さいたま市  茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京

都、神奈川県、山梨県、長野県  

 

東京第一営繕事務所  新宿区  埼玉県、東京都（練馬区、新宿区、渋谷区、板橋

区、北区、豊島区、文京区、千代田区、港区） 

東京第二営繕事務所  江東区  千葉県、東京都（荒川区、台東区、足立区、葛飾

区、墨田区、江東区、江戸川区、中央区）  

甲武営繕事務所  立川市  山梨県、東京都（中野区、杉並区、世田谷区、品

川区、大田区、目黒区、特別区以外の地域）  
宇都宮営繕事務所  宇都宮市  栃木県、茨城県（つくば市を除く）  

横浜営繕事務所  横浜市  神奈川県  

長野営繕事務所  長野市  長野県、群馬県  

北陸地方整備局  新潟市  新潟県、富山県、石川県 

 金沢営繕事務所  金沢市  石川県、富山県  
中部地方整備局  名古屋市  岐阜県、静岡県、愛知県、三重県  
 静岡営繕事務所  静岡市  静岡県  

近畿地方整備局  大阪市  
福井県、滋賀県、京都府、大阪府（高槻市、枚方

市、茨木市、交野市、三島郡を除く）、兵庫県、

奈良県、和歌山県  

 京都営繕事務所  京都市  京都府、福井県、滋賀県、奈良県、大阪府（高槻

市、枚方市、茨木市、交野市、三島郡）  
中国地方整備局  広島市  鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県  
 岡山営繕事務所  岡山市  岡山県、鳥取県  
四国地方整備局  高松市  徳島県、香川県、愛媛県、高知県  

九州地方整備局  福岡市  福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎

県、鹿児島県  

 
熊本営繕事務所  熊本市  熊本県、大分県  

鹿児島営繕事務所  鹿児島市  鹿児島県、宮崎県  

沖縄総合事務局  那覇市  沖縄県  
 


